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計画策定の概要   

1 

１ 

1-1 計画策定の背景と目的 

本町は、数次の編成を経ながら、1957（昭和 32）年 3月 31日に大川村と仲原村が合併して

「粕屋町」として発足しました。町制施行後は、福岡市のベッドタウンとして人口が増加し、公共

施設（学校、公営住宅等）やインフラ施設（道路、橋梁、上下水道等）の生活基盤の整備が進めら

れました。 

現在では、これらの公共施設等は、老朽化により更新等の時期を迎える施設があり、その全てを

更新していくには莫大な費用が必要であることが見込まれます。 

現在、日本全体が人口減少社会に突入し、深刻な問題となっている一方で、本町においては人口

増加が続いており、県内上位の出生率となっています。2014（平成 26）年には人口が 4 万 5

千人を超え、人口減少社会において 2040（令和 22）年までの人口増加率が全国的にも高い水準

になると見込まれています。本町は、若い子育て世代が多く、高齢者の割合は比較的低い状況にあ

りますが、高齢者は着実に増加しています。 

一方で、本町の財政状況は、福岡県内の類似団体平均に比べ健全な値を示していますが、公共施

設の老朽化に伴う改修や人口増加に伴う施設建設の財源を町債に頼らざるを得ない状況です。また、

今後高齢化が進行し、社会保障費の増加が見込まれる等、財政状況の悪化が懸念されています。 

限られた財源の中で、如何に公共施設等の維持管理や更新等に伴う費用を確保し、拡大・多様化

する町民ニーズに対応していくのか、そしてそのバランスをどのようにとっていくのかということ

が、効率的な行財政運営を推進していくうえで、重要な課題となっています。また、集約型のまち

づくりの推進など、まちづくりと連携した公共サービスの提供を検討していく必要があります。 

このような状況を踏まえ、町が所有する公共施設等について、長期的な視点をもって総合的かつ

計画的に管理を行っていくための基本計画である『粕屋町公共施設等総合管理計画』を 2016（平

成 28）年 12月に策定しました。 

この度、「粕屋町公共施設等個別施設計画」の策定及び「公共施設等総合管理計画の策定にあた

っての指針の改訂」（平成 30 年２月、総務省通知）を受けて、計画の充実等が求められているこ

とから、改訂版を策定することとしました。 
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１ 

1-2 計画の位置づけ 

本計画は、上位計画である「第 5 次粕屋町総合計画」に基づき、今後の公共施設等の管理に関

する基本的な方向性について定めるものです。また、本町のまちづくりの方向性を示す「粕屋町都

市計画マスタープラン」や行政経営マネジメントと連携を図りながら計画を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 計画の対象施設 

本計画では、本町が保有する公共施設等を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 計画期間 

本町の公共施設は、おおよそ 2035（令和 17）年までの間に大規模改修や建替え更新が集中す

る時期が到来することが予想されます。将来、公共施設等が提供するサービスや機能を維持するた

めに、早期に具体的な取り組みを行うことが必要となります。 

したがって、本計画の計画期間を 2016（平成 28）年度から 2035（令和 17）年度の「20

年間」と設定します。なお、今後の上位・関連計画や社会情勢、個別計画の見直し等に対応するた

め、必要に応じて計画の見直しを行います。 

2021（令和 3）年度は、個別施設計画策定に伴い、総合管理計画の中間見直しを行い、改訂版

として本計画を策定します。 

 

  
町有資産 

公共施設等 

町有地 

 
その他 

町民文化、社会教育、子育て・

保健福祉の各施設、公営住宅       

など 

 
公共施設(建築物) 

道路・橋梁、上水道、 

下水道施設 など 

 
インフラ施設 

（動産・金融資産） 

対象施設 

 

第 5 次粕屋町総合計画 

粕屋町都市計画マスタープラン 

行政経営マネジメント 

粕屋町公共施設等総合管理計画 

連携 

評価 

連携 

準ずる 

各分野の個別計画 

粕屋町公共施設等個別施設計画 粕屋町営住宅長寿命化計画 

粕屋町橋梁長寿命化修繕計画 粕屋町水道ビジョン 
など 

反映 
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２ 

2-1 本町を取り巻く状況 

（1）本町がめざす未来の姿 

 

①第５次粕屋町総合計画（後期基本計画） 

本町のまちづくりの方向について、「第 5 次粕屋町総合計画（平成 28 年 3 月）」（計画期間：平

成 28 年度～令和 7 年度の 10 年間）では、基本理念として「太陽と緑のまち」、「協働でつくる

安心のまち」を掲げ、以下のような基本的な方向性を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本計画に関連する基本施策の方針を以下に抜粋します。 

【基本目標１ つながりと交流を深め、心豊かな人を育む協働のまち】 

・公民館などの環境整備を支援し、活動拠点施設の活用を促進します。 

・高齢者などが自らの知識・経験・技能を活かし、学校や地域、社会教育施設、子育て支援施設で学習支援

や技術指導を行う機会を広げるとともに、異年齢交流などの多様な交流機会の拡大を図ります。 

・防災対策については、町は「国土強靭化地域計画」を策定し、河川の浚せつなどを国・県へ要望するとと

もに、浸水想定区域内における避難所の確保のほか、福祉避難所・ペット避難所などの整備を進めます。 

・感染症に対する備えとして、新たな施設の避難所としての活用や感染症対策に関する物資の備蓄を進め、

災害時における感染症予防や拡大防止を考慮した避難所運営に取り組みます。 

・老朽化した学校施設の改修や、児童・生徒数、クラス数の増加に対応するため、教室などの施設の改良・

整備を推進します。 

・生涯学習センターなどの生涯学習関連施設での町民のニーズに応じた学習環境づくりを推進するととも

に、地域の人材や資源を活用した学習プログラムの充実により、生涯学習の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本町がめざす未来の姿】 

第 5 次粕屋町総合計画 基本理念 ⇒ 「太陽と緑のまち」、「協働でつくる安心のまち」 

・第５次総合計画では、計画的な土地利用の促進、地域資源を活かした産業の活性化による雇用の創出、安心し

て子どもを産み育てられる子育て支援等、定住化を促進する施策を展開するとしています。 

◆まちの将来像 

資料：「第 5 次粕屋町総合計画 後期基本計画（R3.3）」 
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・図書館の適切な維持・管理により、すべての年代の利用者が気軽に立ち寄り、余暇を過ごせる施設をめざ

すとともに、各関係機関と連携・協力し子どもの読書活動を推進します。 

【基本目標２ 都市と⾃然が調和し、快適に暮らせる活⼒あるまち】 

・九州大学農場跡地（予定）の活用については、交通の要衝となるメリットを活かし、公共公益施設・商

業・業務・住宅など複合的な要素をあわせ持つ魅力ある市街地を形成し、新たな雇用の場の創出をめざしま

す。 

・安全・安心に公園が利用できるよう、遊具などの施設の点検、修繕、改築を行うとともに、公園管理への

住民・事業者の参加を促進します。 

・公園・緑地などは、災害時の避難場所として重要な役割があるため、ユニバーサルデザインにも配慮され

た防災機能の強化に努めます。 

・緑豊かな潤いある景観を維持するため、適切な維持管理を行うとともに、町民と行政が協働で緑化を推

進します。 

・道路の安全性を確保するため、道路橋梁の定期点検を実施し、長寿命化計画に沿って補修工事を推進し

ます。 

・舗装個別施設計画に沿って老朽化した道路舗装を整備し、計画的な道路の維持管理を推進します。 

・道路パトロール、通学路点検、行政区要望などにより、道路の危険個所を把握し道路環境の整備を推進し

ます。 

・水道施設と配水管などの適切な管理・点検により、安定した水道の供給を推進します。 

・下水道管の適切な維持管理のため、ストックマネジメント計画に基づいた管理及び点検を推進します。 

・豪雨による浸水被害の軽減に向け、道路側溝などの施設の適切な維持管理を進めるとともに、河川の浚

せつや災害時に備え、水害対策資材の確保などに取り組みます。 

・森林の保全と土砂災害防止のため、福岡県森林環境税に基づく荒廃森林整備事業により保安林などの間

伐を実施し、国の森林環境譲与税に基づく木製品の展示や公共施設の木質化を推進します。 

・優良な農地の確保と保全のため、農地治水などの農業施設の整備や維持管理を推進します。 

【基本目標３ 誰もが安⼼して幸せに暮らせるやすらぎのまち】 

・私立・町外保育施設などに対する運営支援、認可外保育施設利用者や私立幼稚園利用者への支援などに

より、幅広い保育環境の充実を図ります。 

・安全・安心な保育環境の充実を図るため、仲原保育所や中央保育所の老朽化する保育施設の建て替えと、

町立保育所の今後のあり方・役割を検討します。 

・学童保育については、今後のニーズを見極め、民間の施設などを含めた施設の受け皿の拡大を図ります。 

・粕屋町営住宅については長寿命化計画に基づき、改修工事などを進めるとともに、町営住宅家賃の収納

率向上を図ります。 

【基本目標４ 健全で持続可能な行政経営をめざすまち】 

・粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき、財政負担の平準化を行いながら、老朽化した施設の長寿命化

などを図ります。 
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②持続可能な開発目標（SDGs）を踏まえたまちづくり 

2015（平成 27）年に国連サミットにおいて採択された SDGs は、貧困や飢餓、さらには気

候変動や平和など広範な分野にわたって 17 の目標が設定されています。「誰一人取り残さない」

社会の実現をめざし、経済、社会及び環境をめぐる広範な課題に対して統合的に取り組むこととし

ています。 

わが国においては、「あらゆる人々の活躍の推進」や「健康・長寿の達成」、「成長市場の創出、

地域活性化、科学技術イノベーション」など８つの優先課題を掲げ、「持続可能で強靱、そして誰

一人取り残さない、経済、社会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者をめざす」ことと

しています。 

粕屋町においても、SDGs の考えを取り入れた「持続可能なまち」の実現をめざし、経済、社

会、環境が連動した課題解決に向けた取組を進めていく必要があることを「第 5 次粕屋町総合計

画」で示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、本計画においては、大きく、次の 3 つの目標が公共施設マネジメントにおいて重点的に

取り組む分野として位置づけ、脱炭素・循環型社会への対応や、集約型のまちづくりと連携した公

共施設の適正配置を進めます。また、長寿命化による建設廃棄物の削減や建設リサイクル等と一体

となった公共施設サービス提供者としての責任を追及します。 
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（2）人口動向 

本町の総人口は、2020（令和 2）年現在では 48,190 人となり、1990（平成 2）年と比較

して 61.6％増加（約 18,500 人増加）しています。 

今後、全国的には人口減少、少子高齢化傾向にあるものの、国立社会保障・人口問題研究所の人

口推計においても、2030（令和 12）年に 52,338 人と推計され、本町の人口は、引き続き増加

していくことが予測されています。 

「第 5 次粕屋町総合計画（平成 28 年度～令和 7 年度）」の将来人口フレームでは、2030（令

和 12）年に 54,500 人と設定しており、すべての年齢階層で増加を見込んでいます。 

年齢別人口でみると、年少人口の割合は、2020（令和 2）年頃まで上昇する見込みでしたが、

2020（令和 2）年の実績値では、年少人口が増加はしているものの推計値を下回り、割合は減少

しています。 

また、全国的な人口減少と、それに伴う地方の衰退に歯止めをかけるため、国が策定する「長期

ビジョン」と「総合戦略」を勘案して、人口の現状と将来の展望を提示する「粕屋町人口ビジョン」

においても、中長期的な人口の展望として、2040（令和 22）年には 58,000 人、2060（令和

42）年には 62,000 人の人口規模を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■総人口と年齢別人口の推移と将来推計 

資料：「第 5 次粕屋町総合計画 後期基本計画（R3.3）」 

※将来人口（粕屋町推計値）は、住民基本台帳に基づいて算出。2020 年までの総人口は国勢調査より作成（総人口は年

齢不詳人口を含むため年齢別人口の合計とは一致しない場合がある） 
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（3）財政状況 

 

①歳入の推移 

本町の過去 16 年間の歳入総額の推移をみると、年次によって増減はあるものの増加傾向で推移

しています。2019（令和元）年度の歳入決算額は約 149 億円となっており、その内訳は、町税

が約 68 億円で全体のおよそ半分近くを占めています。 

なお、2020（令和 2）年度は新型コロナウイルス感染拡大対策の関係により、国庫支出金が増

加しており、例年に比べ歳入決算額が突出しています。 

町税は、景気の動向等による増減はあるものの、人口増加に合わせ、今後も増加が見込まれます。

一方で、公共施設等の老朽化に伴う改修や人口増加に伴う施設建設の財源として今後も町債に頼ら

ざるを得ない状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■普通会計歳入決算の推移 

資料：地方財政状況調査（決算統計）※表示単位未満は四捨五入のため、合計が一致しない箇所がある。 

（百万円） 

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

町税 5,167 5,222 5,680 5,724 5,711 5,723 5,831 5,693 5,794 5,998 6,166 6,212 6,361 6,442 6,799 6,763

地方交付税 1,487 1,268 1,242 1,210 1,267 1,389 1,375 1,479 1,429 1,340 1,228 1,179 1,055 1,029 905 918

国庫支出金 394 323 411 534 1,384 1,380 1,465 1,331 1,397 1,861 2,012 2,032 2,171 2,106 2,178 8,159

県支出金 350 391 470 560 684 873 797 753 824 1,124 1,093 953 1,009 1,175 1,216 1,461

町債 626 667 441 431 615 1,050 845 777 960 1,623 1,396 804 1,201 666 757 1,026

その他 2,182 2,244 2,453 2,251 1,937 1,987 2,071 2,831 2,341 2,603 3,011 2,849 3,016 3,181 3,079 3,713

歳入決算額 10,206 10,115 10,697 10,710 11,598 12,402 12,383 12,863 12,745 14,548 14,906 14,028 14,813 14,600 14,933 22,040

5,167 5,222 5,680 5,724 5,711 5,723 5,831 5,693 5,794 5,998 6,166 6,212 6,361 6,442 6,799 6,763 

1,487 1,268 1,242 1,210 1,267 1,389 1,375 1,479 1,429 1,340 1,228 1,179 1,055 1,029 905 918 394 323 411 534 1,384 1,380 1,465 1,331 1,397 1,861 2,012 2,032 2,171 2,106 2,178 
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②歳出の推移 

本町の過去 16 年間の歳出総額の推移をみると、年次によって増減はあるものの増加傾向で推移

しています。2019（令和元）年の歳出決算額は約 145 億円となっています。 

なお、2020（令和 2）年度は新型コロナウイルス感染拡大対策に関する補助費等が増加してお

り、例年に比べ歳出決算額が突出しています。 

公共施設等の建設、改修等に係る投資的経費の 16 年間の平均は約 12 億円で、今後も老朽化す

る公共施設の改修や新たなニーズへの対応などにより増加が見込まれます。扶助費についても高齢

化の進行や社会保障制度の改革により、引き続き増加が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■普通会計歳出決算の推移（性質別） 

資料：地方財政状況調査（決算統計）※表示単位未満は四捨五入のため、合計が一致しない箇所がある。 

（百万円） 

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

人件費 1,828 1,795 1,794 1,759 1,747 1,734 1,694 1,631 1,618 1,655 1,669 1,738 1,770 1,794 1,912 2,210

扶助費 936 959 1,124 1,194 1,392 1,956 2,244 1,822 1,878 2,110 2,952 3,185 3,405 3,543 3,876 4,255

公債費 1,645 1,558 1,661 1,802 1,631 1,667 1,661 1,598 1,186 1,177 1,027 1,028 1,133 1,095 1,061 1,042

投資的経費 1,182 833 706 760 638 1,415 1,021 645 1,042 2,195 2,013 1,087 1,620 1,446 1,203 1,245

物件費 1,441 1,447 1,613 1,554 1,809 1,878 2,072 2,095 2,087 2,239 2,298 2,391 2,614 2,542 2,747 3,339

維持補修費 84 82 96 88 83 100 98 97 92 111 131 149 135 131 116 111

補助費等 1,296 1,341 1,324 1,376 2,080 1,937 1,961 2,827 2,762 2,698 2,434 2,380 2,112 1,924 1,944 6,912

積立金・投資及び出資金・貸付金 79 77 82 85 80 256 61 466 133 125 431 435 500 640 559 1,200

繰出金 1,193 1,503 1,675 1,585 1,457 867 937 939 1,027 1,188 1,003 1,014 1,043 1,103 1,071 1,107

歳出決算額 9,684 9,595 10,073 10,204 10,916 11,810 11,749 12,120 11,823 13,499 13,958 13,407 14,331 14,220 14,489 21,420

1,193 1,503 1,675 1,585 1,457 867 937 939 1,027 1,188 1,003 1,014 1,043 1,103 1,071 1,107 
79 77 82 85 80 256 61 465 133 125 431 435 500 640 559 1,200 1,296 1,341 1,324 1,376 2,080 1,937 1,961 
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（4）土地利用とまちづくりの方向性 

 

①土地利用 

本町は、福岡市のベッドタウンとして都市化が進み、住宅地が増加し、農地が減少しています。

また、町の中心部に住宅地が広がり、北部と西部には流通業務地などが立地しています。 

中心部の住宅地の西側には、九大農場跡地（予定）の大規模空地（約 23ha）が存在し、その位

置や規模から 新たな 「まちの顔」となる可能性を秘めており、粕屋町らしさを発信する魅力ある 

土地利用を図ることが期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：「粕屋町都市計画基礎調査（H19、H29）」 

■土地の利用面積の増減（2007-2017 年） 

■土地利用の現況（2017年） 

 
資料：「粕屋町都市計画基礎調査（H29）」 
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②公共交通 

本町内は、JR 篠栗線（福北ゆたか線）と JR 香椎線の２本の鉄道が通り、６つの駅が立地して

います。また、西鉄バス、JR バス及び町内巡回バス（福祉バス）が運行しています。 

JR 駅の乗車数は、令和元年度までは概ね増加傾向にありましたが、令和 2 年度には、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響により減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③福岡都市圏まちづくりプラン 

福岡都市圏は、粕屋町を含む 17 市町で構成

され、様々な共通の課題解決や圏域の一体的な

発展に向け広域連携の取り組みを進めていま

す。 

福岡都市圏では、住民の多くが圏域内の市町

へ通勤・通学し、生活圏・経済圏が一体化して

いる状況を踏まえ、生活の利便性を向上し、ス

ポーツやレクリエーションを楽しむ機会を数多く提供するため、図書館やスポーツ施設の広域利用

を実施しています。今後は、住民の文化活動をさらに支援するため、図書館、スポーツ施設の広域

利用に加え、ホール等文化施設の広域利用や圏域一体となった芸術文化の連携方策の検討も進めて

いきます。  

資料：「ふくおか都市圏まちづくりプラン（Ｈ30.10）」 

■公共交通網（鉄道、バス路線） 

資料：「粕屋町都市計画マスタープラン（R2.12）」 
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④将来都市構造 

2040（令和 22）年を目標年次とする「粕屋町都市計画マスタープラン」では、将来都市像を

「暮らし続けたくなるまち。かすや。」とし、その実現に向けた指針として「都市整備の６つの方

向性」を定めています。 

 

 

 

都市整備の６つの方向性 

①ＪＲ駅などの交通拠点を中心に、にぎわいと都市機能の充実を図り、集約型のまちづくりを

めざします。 

②人口増加や産業需要に適切に対応し、秩序ある土地利用を誘導します。 

③交通の要衝としての役割を果たしながら、環境に優しい交通体系の構築をめざします。 

④すべての人が安全・安心・快適に暮らせるまちづくりをめざします。 

⑤貴重な資源である緑と水辺を守り、まちのシンボルとなる景観を育みます。 

⑥住民・事業者と行政の協働でまちづくりを行います。 

 

中でも、方向性①では、公共施設も集中している中心拠点と 5 つの地域拠点を核として公共交

通網及び道路交通体系を構築するとともに、住宅用地を確保し利便施設の立地を誘導することで、

拠点を中心に市街地がコンパクトにまとまり、誰もが歩いて暮らせ、環境にやさしいまち＝「集約

型のまちづくり」をめざすとしています。 

将来都市像及び都市整備の 6 つの方向性に基づき、「拠点」や「ゾーン」、それらをつなぐ「骨格

（軸）」を設定し、めざすまちの形（将来都市構造）を下図のとおり示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：「粕屋町都市計画マスタープラン（R2.12）」 

■将来都市構造図 

 
いにしえより受け継いだ交通基盤・都市機能を活かして、 

住みたくなる、暮らし続けたくなるまちをめざします 

暮らし続けたくなるまち。かすや。 将来都市像 
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2-2 公共施設等の現況及び将来の見通し 

 

（1）公共施設の現況 

①公共施設の保有状況 

2020（令和 2）年度末現在で、本町が保有する公共施設は 71 施設あり、その延床面積の合計

は 113,839 ㎡となっています。その内訳は、学校教育系施設が 57,172 ㎡で全体の約 50.2％

となっています。次いで公営住宅11,411㎡（10.0％）、スポーツ・レクリエーション系施設9,807

㎡（8.6％）、子育て支援施設 9,063 ㎡（8.0％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■施設類型別延床面積及び施設数（構成比） 

■施設類型別延床面積割合 

時点：令和 2 年度末現在。ただし、酒殿芝生公園（R3.5設置）を含む。 

施設数 延床面積

町民文化系施設 6 6,749 8.5 5.9 公民会館、生涯学習センター　等

社会教育系施設 1 2,785 1.4 2.4 粕屋町立図書館、歴史資料館

スポーツ・レクリエーション系施設 1 9,807 1.4 8.6 粕屋町総合体育館

産業系施設 1 195 1.4 0.2 粕屋町農産物直販施設

学校教育系施設 7 57,172 9.9 50.2 小学校、中学校、学校給食共同調理場

子育て支援施設 11 9,063 15.5 8.0 幼稚園、保育所、学童保育所、こども館

保健・福祉施設 3 4,214 4.2 3.7 シルバーワークプラザ、保健センター等

行政系施設 4 7,135 5.6 6.3 役場庁舎、消防分団格納庫

公営住宅 7 11,411 9.9 10.0 町営住宅

公園 21 424 29.6 0.4 トイレや東屋等の建物を有する公園

その他 9 4,884 12.7 4.3 納骨堂、駐輪場、旧清掃センター　等

合計 71 113,839 100.0 100.0

主な施設（用途）
構成比（%）

施設類型 施設数
延床面積

（㎡）

学校教育系施設

50.2%

公営住宅

10.0%

スポーツ・レクリエー

ション系施設

8.6%

子育て支援施設

8.0%

行政系施設

6.3%

町民文化系施設

5.9%

その他

4.3%

保健・福祉施設

3.7%

社会教育系施設

2.4%

公園

0.4% 産業系施設

0.2%

延床面積合計

約113,839㎡
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②町民一人当たりの公共施設延床面積 

本町が保有する公共施設の町民一

人当たりの延床面積は、2.36 ㎡/人と

なっています。 

2015（平成 27）年時点に比べ、

公共施設の延床面積は増加していま

すが、人口も増加しているため、一人

当たりの延床面積は微増となってい

ます。 

 

 

 

③公共施設の配置状況と人口増減率 

配置状況をみると、町役場、福祉センター、保健センター（健康センター）、図書館・歴史資料

館（粕屋フォーラム）、総合体育館（かすやドーム）、生涯学習センター（サンレイクかすや）をは

じめとする多くの公共施設が、本町の中央部（長者原駅周辺）に集積しています。 

2015（平成 27）年と 2030（令和 12）年を比較した人口増加率をみると、ほぼ全域で人口

の増加がみられ、特に粕屋西小学校区では 20％以上の増加がみられる地域もあります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■公共施設の配置状況 

資料：自治体別人口・公共施設延床面積調査データ（東洋大学ＰＰＰ研究センター） 

※全国平均及び類似規模自治体（人口が同規模自治体）の数値は概ね平成 21 年度実績値。本町の数値は、人口：国勢調査（令

和 2 年）、公共施設延床面積：令和 2 年度末現在。 

 

■町民一人当たりの公共施設延床面積 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国土数値情報 小学校区データ」をもとに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成。 

 

 

4.86 ㎡/人

3.42 ㎡/人

2.35 ㎡/人

2.36 ㎡/人

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

類似規模

自治体平均

全国平均

粕屋町H27

粕屋町R2

（㎡/人）
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④公共施設の整備状況 

本町の公共施設の整備状況を建築年別にみると、昭和 50 年代（1975 年頃）から平成の初期に

かけて学校教育系施設の建設が集中していることが分かります。 

1981（昭和 56）年以前に建てられた旧耐震基準の施設は、延床面積でみると 3 割を占めてい

ます。学校教育系施設のうち小学校、中学校については、2012（平成 24）年度に耐震改修工事

が完了し、耐震性は確保されていますが老朽化は進行しています。 

耐震化が完了していない施設については、建築年数や経年劣化等の状況を見極めながら順次、耐

震診断・改修を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設によって異なりますが、一般

に鉄筋コンクリート造などの建築

施設は、築 30 年程度が経つと大規

模改修、築 60 年程度が経つと建替

えが必要となる場合が多いといわ

れています。 

本町の公共施設の経年別の内訳

をみると、公共施設全体に占める割

合の 52.8％が築 30 年を超えてお

り、10 年後には約 85％まで増加

し、大規模改修・建替えの大きな波

が到来することが予想されます。  
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⑤これまでの対策と施設保有量の推移 

本町では、本計画策定以前から、学校の老朽化対策工事をはじめとする改修等を各公共施設等に

て実施してきました。 

本計画の策定後には、各公共施設等を対象に個別施設計画や長寿命化計画等を策定し、今後の具

体的なスケジュールや取り組みを整理しています。 

また、施設の整備面では、特に年少人口の増加に対応するための施設整備を進めており、かすや

こども館の新設や学校給食共同調理場の建替え、各学校の増築等を行っています。 

さらに、老朽化対策の面では、同じく学校給食共同調理場の建替えや各学校の大規模改修を順次

行っており、そのほかの施設についても、屋根・屋上防水や外壁改修など施設寿命に係る部位の改

修をはじめ、各種設備機器の改修やバリアフリー化等を進めています。 

 

施設保有量の変化に着目すると、子育て支援施設のかすやこども館や公園の酒殿芝生公園、酒殿

2 号公園が新設されており、施設数は増加しています。なお、朝日児童遊園に建物がないことから

対象外となり、公園の増加数は 1 施設となっています。 

延床面積でみると、新設施設に加え、学校教育系施設の学校給食共同調理場の建替えや、小学校・

中学校の増築等により面積が増加しています。また、その他施設の駅自転車駐車場の延床面積につ

いては、数値を精査した結果、前回より少ない値となりましたが、全施設の合計では約 6,800㎡

の増加となっています。 

なお、その他施設の旧清掃センターは既に廃止されており、2022（令和 4）年度に解体完了予

定となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時点：令和 2 年度末現在。ただし、酒殿芝生公園（R3 設置）を含む。 

施設数
延床面積

（㎡）
施設数

延床面積

（㎡）
施設数

延床面積

（㎡）

町民文化系施設 6 6,749 6 6,749 0 0

社会教育系施設 1 2,785 1 2,785 0 0

スポーツ・レクリエーション系施設 1 9,807 1 9,807 0 0

産業系施設 1 195 1 195 0 0

学校教育系施設 7 57,172 7 50,782 0 +6,390 校舎等増築、給食センター建替え

子育て支援施設 11 9,063 10 7,570 1 +1,493 かすやこども館新設

保健・福祉施設 3 4,214 3 4,214 0 0

行政系施設 4 7,135 4 7,135 0 0

公営住宅 7 11,411 7 11,410 0 +1

公園 21 424 20 367 1 +57

その他 9 4,884 9 5,987 0 -1,103 数値の精査による

合計 71 113,839 69 107,001 2 +6,838

備考

令和2年度末 平成27年度末

施設類型

推移
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（2）インフラ施設の現況 

 

①インフラ施設の保有状況 

インフラ施設は、産業、経済、文化等の活動を支える基盤であり、町民の生活にとって不可欠な

ものです。今後も人口増加、多様化する町民ニーズに対応した整備が求められています。 

また、近年頻発する地震や集中豪雨などの災害を踏まえ、避難路や緊急輸送路の確保だけでなく、

通常時からの安全・安心を考慮した既存施設の適切な維持管理が重要となります。 

2020（令和 2）年度末現在で、本町が保有しているインフラ施設の保有状況は、以下のとおり

です。基本的には、いずれの施設も数量が増加していますが、橋梁については、側道橋を本橋と一

体として取り扱うこととしたため、その分の橋梁延長と橋梁数が減少しています。また、上水道に

ついては、戸原水源地の売却に伴い、導水管の延長が減少したため、管路延長が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

時点：令和 2 年度末現在。ただし、酒殿芝生公園（R3 設置）を含む。 

■インフラ施設の保有状況 

種別 内容

１級（幹線）町道 24,053 m 23,819 m +234 m

２級（幹線）町道 19,301 m 18,904 m +397 m

その他の町道 124,094 m 122,628 m +1,466 m

道路改良率 84.0 % 83.1 % +0.9

自転車歩行者道 559 m 558 m +1 m

橋梁延長 1,216 m 1,448 m -232 m

橋梁数 122 橋 129 橋 -7 橋

橋梁改良率 98.4 % 100.0 % -1.6

管路延長 188,916 m 192,688 m -3,772 m

耐震管整備率 7.7 % 2.4 % +5.3

上水道普及率 97.7 % 97.4 % +0.3

管路延長 153,723 m 146,926 m +6,797 m

下水道普及率 98.3 % 97.8 % +0.5

下水道接続率（水洗化率） 96.5 % 94.8 % +1.7

公園 都市公園面積 19.3 ha 19.0 ha +0.3 ha

989,823 ㎡ 989,056 ㎡ +767 ㎡土地

上水道

下水道

平成26年度末 保有量の推移施設数量

道路

橋梁
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（3）有形固定資産減価償却率の推移 

有形固定資産減価償却率とは、有形固定資産の老朽化度合を測定する指標です。減価償却がどの

程度進行しているかを示し、100%に近いほど保有資産が法定耐用年数に近づいていることを意

味します。 

本町の有形固定資産減価償却率は、全体として概ね類似団体平均を下回って推移していますが、

上昇傾向にあります。2016（平成 28）年に一時低下しているのは、学校給食共同調理場の建替

えや、かすやこども館の新設によるものです。 

庁舎や福祉施設、幼稚園・保育園、道路は類似団体平均と比較して有形固定資産減価償却率が特

に高くなっており、施設の老朽化が進んでいます。 

図書館や総合体育館は比較的建設年が新しいため類似団体と比べても有形固定資産減価償却率

が低くなっていますが、築 20 年が経過しており、本計画及び個別施設計画に基づく計画的な対応

が必要となっています。 

 

 

 

  

出典：財政状況資料集（総務省） 
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（4）公共施設等の将来の更新費用の見通し 

①現在要している維持管理経費 

2020（令和 2）年における施設維持管理経費の合計は約 17.6 億円となっており、そのうち、

建物の大規模改修や増築など工事に係る施設整備費（その他施設整備費含む）が約 9.1 億円とな

っています。比較的軽微な修繕や、光熱費・委託費など施設を維持・運営に係る費用は約 8.5 億円

となっており、施設整備費と同等の額を要しています。 

なお、2017（平成 29）年より学校給食共同調理場の新設、稼働に伴い、委託費が増加してい

ます。 

（円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

項目 内容 

施設整備費 主たる建物に係る工事費を計上 

その他施設整備費 主たる建物以外（倉庫、車庫等）に係る工事費を計上 

維持修繕費 需用費のうち修繕料（公用車以外）を計上 

光熱費・委託費 需用費のうち光熱水費と委託料（清掃、警備、管理委託料）を計上 

  

施設整備費 その他施設整備費 維持修繕費 光熱費・委託費 合計

2014年度 1,241,241,868 26,233,092 56,620,970 495,155,882 1,819,251,812

2015年度 959,936,509 92,103,916 41,369,459 486,901,975 1,580,311,859

2016年度 270,229,479 7,232,896 48,112,515 485,941,693 811,516,583

2017年度 675,931,214 5,864,940 38,422,150 794,242,017 1,514,460,321

2018年度 315,064,465 245,961,770 45,244,997 763,883,508 1,370,154,740

2019年度 679,603,001 55,420,742 46,955,473 784,481,223 1,566,460,439

2020年度 867,402,472 39,030,695 50,500,334 800,724,935 1,757,658,436
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②施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の見込み（従来型） 

現在、本町が保有する公共施設等を今後もすべて同規模で、維持し続けると仮定した場合の大規

模改修や建替えにかかる費用を把握するため、2016（平成 28）年から 2055（令和 37）年ま

での 40 年間分の費用の推計を行いました。 

推計にあたっては、総務省ホームページで公開されている「公共施設更新費用試算ソフト」を活

用し、その他個別に更新費用が算出されている場合はそれらの数値に基づき、更新費用を整理しま

す。 

 

Ⅰ.公共施設 

本町が保有する公共施設の今後 40 年間（2016（平成 28）年～2055（令和 37）年）の更

新等にかかる費用の総額は約 381 億円で、年平均費用は約 9.5 億円が必要と見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後 40 年間の大規模改修・建替えに係る費用の見込みを 2016（平成 28）年～2035（令和

17）年の前半 20 年間と、2036（令和 18）年～2055（令和 37）年までの後半 20 年間で比

較した場合、前半 20 年間は年平均約 8 億円が必要と見込まれ、そのほとんどが大規模改修に充

当されることになります。後半の 20 年間は年平均約 11 億円が必要と見込まれ、そのほとんどが

建替えに充当されることになります。 

推計では、更新等にかかる費用が集中する時期もあれば、比較的少ない時期もあることが分かる

ことから、公共施設にかかる費用の発生そのものを抑制する方策の検討や維持管理費の縮減、施設

の長寿命化等を行うことにより、全体の更新等にかかる費用をできるだけ平準化していくことも今

後の公共施設の管理において重要となります。 

 

 

 

 

■公共施設の大規模改修・建替えに係る費用推計の結果（推計期間 40 年間） 
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Ⅱ.インフラ施設 

道路、上水道、下水道のインフラ施設の今後 40 年間（2015（平成 27）年～2054（令和 36）

年）の更新等にかかる費用の総額は約 400 億円で、年平均費用は約 10 億円が必要と見込まれま

す。内訳では、1 年あたりの更新費用で道路が約 3 億円、上水道が約 5 億円、下水道が約 2 億円

と見込まれます。 

橋梁の更新費用は、「粕屋町橋梁長寿命化修繕計画（平成 30 年 12 月）」によると、従来の事後

保全型の維持管理のより維持管理を続けた場合、今後 50 年間（～2070（令和 52）年）の総額

は 54 億円で、1 年あたり 1.08 億円と試算されています。 

インフラ施設の更新費用合計は 1 年あたり 11.08 億円となり、公会計である上下水道を除くと

1 年あたり 4.08 億円と見込まれます。 
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■時期別 大規模改修・建替えに係る費用の推計

※計算根拠：総務省 公共施設更新費用試算ソフト 
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③長寿命化対策を反映した場合の見込み（長寿命化型） 

2020（令和 2）年 3 月に、公共施設の長寿命化を前提とした維持・更新の方針を整理した「粕

屋町公共施設等個別施設計画」と町営住宅を対象とした「粕屋町営住宅長寿命化計画」を策定し、

インフラ施設については 2018（平成 30）年 12 月に「粕屋町橋梁長寿命化修繕計画」を策定し

ています。 

これらの計画にて試算された更新費用を、長寿命化対策を反映した場合の更新費用として整理し

ます。 

 

Ⅰ.公共施設 

【公共施設全般】 

粕屋町公共施設等個別施設計画にて試算された将来の維持・更新コスト（長寿命化型）から、比

較のために維持修繕費、光熱費・委託費を除き、前段で整理した従来型の推計と同じ期間である

2055（令和 37）年までを抜粋したものを下記に示します。 

本町が保有する公共施設の今後 35 年間（2021（令和 3）年～2055（令和 37）年）の更新

等にかかる費用の総額は約 298 億円で、年平均費用は約 8.5 億円が必要と見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町営住宅】 

粕屋町営住宅長寿命化計画にて整理された今後 30 年間の事業費は約 0.99 億円で、1 年度当た

り 0.03 億円が見込まれています。 
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対象建物
65棟

9.6万㎡

35年間の総額

297.9億円

35年間の平均

8.51億円/年

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

過去の施設関連経費 35年間の平均（長寿命化型） 35年間の平均（従来型）
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Ⅱ.インフラ施設 

道路、上水道、下水道のインフラ施設の今後 40 年間（2015（平成 27）年～2054（令和 36）

年）の更新等にかかる費用の総額は前述のとおり、約 400 億円で、年平均費用は約 10 億円が必

要と見込まれます。内訳では、1 年あたりの更新費用で道路が約 3 億円、上水道が約 5 億円、下

水道が約 2 億円と見込まれます。 

橋梁の更新費用は、「粕屋町橋梁長寿命化修繕計画（平成 30 年 12 月）」によると、事後保全型

の維持管理から、予防保全型の維持管理に転換することにより今後 50 年間（～2070（令和 52）

年）の総額は約 28 億円で、年平均費用は約 0.56 億円が必要と見込まれています。 

これを踏まえると、インフラ施設の更新費用合計は 1 年あたり 10.56 億円となり、公会計であ

る上下水道を除くと 1 年あたり 3.56 億円と見込まれます。 

 

④対策の効果額 

推計期間が一部異なる施設があるので、1 年あたりの金額を基に比較を行います。 

事後保全的な従来型の維持管理手法から、予防保全的な長寿命化型の維持管理手法へ切り替える

ことで、1 年あたり約 1.5 億円（11.1％）の削減が見込まれます。 

ただし、面積の小さな施設などの長寿命化が適さない一部の施設は個別施設計画の対象外となっ

ているため、実際には、長寿命化型で示された金額よりも若干多くの費用がかかる可能性があると

見込んでおく必要があります。 

 

（億円/年） 

 従来型  長寿命化型 削減額 削減率 

①公共施設 9.52  8.54 -0.98 89.7％（-10.3％） 

内 公営住宅 -  0.03 - - 

②インフラ施設 11.08  10.56 -0.52 95.3％（-4.7％） 

③上下水道除くインフラ施設 4.08  3.56 -0.52 87.3％（-12.7％） 

①+③合計 13.60  12.10 -1.50 88.9％（-11.1％） 

 

  

長
寿
命
化 
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使用ソフト：「公共施設更新費用試算ソフト（総務省）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■粕屋町公共施設等総合管理計画（H28）における推計の前提条件（従来型） 

 

■類型別 単価表（※建替えについては、解体費含む） 

※上記、推計の前提条件は、本計画において、本町が保有する公共施設の将来の更新等にかかる費用を算定するために

設定した条件であり、実際の更新等の時期については、各公共施設の状況に応じて判断されます。また、更新等にか

かる費用についても個別の計画等による管理の状況等により変わります。 

 

○公共施設の試算条件 

（1）基本的な考え方 

①試算期間：調査年度の翌年度から 40 年間 

②耐用年数の設定：60 年（日本建築学会「建築物の耐久計画に関する考え方」） 

③更新年数の設定 

・建設時より 30 年後に大規模改修を行い、60 年間使用して同床面積で建替えと仮定 

・現時点で、建設時より 31 年以上、50 年未満の施設については、今後 10 年間で均等に大規

模改修を行うと仮定 

・現時点で、建設時より 50 年以上経過している施設については、建替えの時期が近いので、

大規模改修は行わないと仮定 

・現時点で、耐用年数（60 年）を経過している施設については、調査年度を建替え年度と仮定 

 

 

（2）公共施設の更新費用算定 

 ・更新費用は、床面積に右表の単価 

を乗じて算定 

・単価は、既に先行して更新費用の

試算に取り組んでいる地方自治

体の調査実績や設定単価等をも

とに総務省が設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類

町民文化系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡

社会教育系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡

スポーツ・レクリエーション系施設 20万円/㎡ 36万円/㎡

産業系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡

学校教育系施設 17万円/㎡ 33万円/㎡

子育て支援施設 17万円/㎡ 33万円/㎡

保健・福祉施設 20万円/㎡ 36万円/㎡

医療施設 25万円/㎡ 40万円/㎡

行政系施設 25万円/㎡ 40万円/㎡

公営住宅 17万円/㎡ 28万円/㎡

公園 17万円/㎡ 33万円/㎡

供給処理施設 20万円/㎡ 36万円/㎡

その他 20万円/㎡ 36万円/㎡

建替え大規模改修
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○インフラ施設の試算条件（橋梁は、「粕屋町橋梁長寿命化修繕計画（平成 30 年 12 月）」による） 

（1）基本的な考え方 

①試算期間：調査年度から 40 年間 

②耐用年数・更新年数の設定 

・道路/15 年で舗装部分の打ち替え 

・上水道管/40 年で更新 

（現時点で、耐用年数（40 年）を経過している施設については、今後 5 年間で均等に更新を

行うと仮定） 

・下水道管/50 年で更新 

（現時点で、耐用年数（50 年）を経過している施設については、今後 5 年間で均等に更新を

行うと仮定） 

 

（2）インフラ施設の更新費用算定 

・更新費用＝将来年次別更新ストック量×更新単価 

・道路：総面積を耐用年数（15 年）で割った値を更新量とし、毎年更新していくと仮定 

・上水道管：管径別年度別延長で分類し、下表の単価を乗じて算定 

 

 導水管/送水管 配水管 

管径 単価 管径 単価 管径 単価 

300mm未満 100千円/m ～150mm以下 97干円/m 300mm以下 106干円/m 

  200mm以下 100干円/m 350mm以下 111干円/m 

  250mm以下 103干円/m   

 

・下水道管：管径別年度別延長で分類し、下表の単価を乗じて算定 

 

管径 単価 

～250mm 61千円/m 

251～500mm 116千円/m 

501mm～1000mm 295千円/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■上水道管 単価表 

■下水道管 単価表 

※上記、推計の前提条件は、本計画において、本町が保有するインフラ施設の将来の更新等にかかる費用を算定するた

めに設定した条件であり、実際の更新等の時期については、各公共施設の状況に応じて判断されます。また、更新等

にかかる費用についても個別の計画等による管理の状況等により変わります。 
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使用ソフト：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（文部科学省）」付属試算ソフト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単価設定 

改築単価は建物種別ごとに公共施設等更新費用試算ソフト仕様書（総務省）の分類を参考に設定 

長寿命化改修の㎡単価は改築単価の 60％、大規模改造の㎡単価は改築単価の 25％（体育館、武道場は 22％）と設定 

建物種別 改築単価 総務省分類 

校舎、体育館、武道場、給食センター 330,000 円/㎡ 学校教育系施設 

園舎 330,000 円/㎡ 子育て支援施設 

庁舎等 400,000 円/㎡ 行政系施設 

その他 360,000 円/㎡ その他 
 

 

  

■粕屋町公共施設等個別施設計画（R2）における推計の前提条件（長寿命化型） 

＜グラフの年表示＞

基準年度 2020 西暦

試算期間：基準年の翌年度から40年間

改築

＜改築、要調査＞ ＜長寿命＞

更新周期 60 年 80 年 工事期間 2 年

実施年数より古い建物の改築を 10 年以内に実施

長寿命化改修

＜長寿命＞

改修周期 40 年 工事期間 2 年

実施年数より古い建物の改修を 10 年以内に実施

大規模改造

改修周期 20 年周期

（ただし、改築、長寿命化改修の前後10年間に重なる場合は実施しない）

部位修繕

D評価： 今後 5 年以内に部位修繕を実施

C評価： 今後 10 年以内に部位修繕を実施

（ただし、改築・長寿命化改修・大規模改造を今後10年以内に実施する場合を除く）

A評価： 今後 10 年以内の長寿命化改修から部位修繕相当額を差し引く

※1

※１ 試算上の区分（改築、長寿命）ごとに更新周期を設定する。

試算上の区分が未記入の場合は「改築」と同条件で算出する。

※2 躯体以外の劣化状況が未記入の場合は、部位修繕は算出されない。※2
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2-3 現状や課題に関する基本認識 

これまで見てきたとおり、本町では、人口の増加や経済成長に伴う行政需要に対応するため、昭

和 40 年代以降、学校教育系施設の建設や道路等の社会基盤の整備への集中的な投資を行ってきま

した。しかし、今後はこれらの公共施設等が一斉に耐用年数を迎え、大規模改修や建替えにかかる

費用の増大が見込まれます。また、将来の年齢構成の変化に伴う公共施設等への町民ニーズの変化

が予想されます。 

このような背景から、将来にわたって町民に過度の負担を強いることのないよう、更新等にかか

る費用に充当可能な財源を確保していくためには、持続可能な施設管理や長寿命化によるライフサ

イクルコストの縮減、利用料金（使用料・手数料等）の見直し等による適切な歳入の確保に取り組

み、財政負担の軽減や平準化を図ることが必要です。また、今後も福岡市のベットタウンとして住

宅等が増加していくことが予想されるため、適切な施設の配置や保有量についても検討を進めてい

く必要があります。 

着実かつ迅速な公共施設等のマネジメントを進めていくために、本町では、公共施設等マネジメ

ントの基本的な考え方である「量」、「質」、「コスト」の視点から公共施設等を見直し、効率的・効

果的な施設運営の実現、サービスの向上を図ります。以下より、「量」、「質」、「コスト」の視点か

ら全庁的な管理に関する課題を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（1）「量」に関する課題 

①地域特性を踏まえた公共施設の配置・整備のあり方の検討 

本町が保有する公共施設の延床面積は増加傾向にあるものの、人口も増加傾向にあるため、

町民一人当たりの延床面積は、2.36 ㎡/人と計画策定当時に比べわずかに増加しています。今

後もしばらく人口の増加が見込まれるため、公共施設等への新たな需要が発生することが予想

されますが、高齢化は進行しており、いずれは人口増加にも落ち着きがみえてくると考えられ

ます。そのため、現在の施設利用・配置状況等を把握し、将来の人口動向を踏まえた公共施設

の配置や整備のあり方を検討する必要があります。 

 

②集約型のまちづくりを見据えた検討 

都市整備の観点から、将来のあるべき姿やまちづくりの方針を示す「粕屋町都市計画マスタ

ープラン（令和 2 年 12 月）」においては、「暮らし続けたくなるまち。かすや。」の実現に向

けた一つとして「集約型のまちづくり」をめざすとしています。中心拠点及び地域拠点を中心

とした、利便性や快適性向上に寄与する公共施設等のあり方を検討する必要があります。 

 

③効率的な運用・町が保有すべき施設の明確化 

限られた財源の中で、公共施設等を効率的に維持管理・運営していく必要があるため、本町

が提供すべきサービスかどうかを見極めた上で、民間活力の導入の可能性等を検討し、町とし

て保有すべき施設の検証を行う必要があります。 
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（2）「質」に関する課題 

①公共施設等の長寿命化の推進と老朽化・安全性への対応 

本町が保有する公共施設のうち、築 30 年以上を経過した施設は全体延床面積の割合で約

53％となっています。耐用年数が経過したからといって直ちに施設の使用が出来なくなるも

のではないものの、長く使い続ける公共施設については、予め計画的に保全する措置を講じな

がら、長期間の使用に耐えうる施設にしていく必要があります。 

また、防災上必要な施設や利用頻度が高い施設等について、利用者である町民の安全を確保

する対策を講じる必要があります。 

 

②将来的なニーズを的確に把握 

本町の人口は増加傾向にあり、将来の年齢構成の変化に伴う公共施設等への町民ニーズの変

化を的確に把握し、サービスの充実による生活の質の向上が図れる公共施設のあり方や、施設

種別にとらわれない整備・更新方策についても検討していく必要があります。 

現在、行政・文化施設が集積している地域では、駐車場不足の問題が発生しており、今後の

人口分布、土地利用、公共交通ネットワーク、施設の集積等を的確に把握して、公共施設等の

配置を検討する必要があります。 

 

③人に、地球にやさしい持続可能な施設の在り方 

SDGs の考えを取り入れた「持続可能なまち」の実現をめざし、誰もが快適かつ安全に利用

できる施設整備を進めていく必要があります。 

また、地球環境にも配慮したまちづくりが求められ、今後も長きにわたって良好な住環境を

整備していくためにも、脱炭素・循環型社会に向けた取り組みを導入していく必要があります。 
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（3）「コスト」に関する課題 

①改修・更新費用の確保 

本町が保有する公共施設等を今後も維持し続けるとした場合、多額の費用（年平均費用：約

9.5 億円）が見込まれます。将来の負担を考慮すると、限られた財源の中で、改修・更新等に

かかる費用を確保していく必要があります。今後、施設の整備及び更新にあたっては、町民ニ

ーズ、施設の必要性等を十分に検討し、施設にかかる経費を抑制していく必要があります。 

 

②維持運営費用の縮減 

施設運営を効率的に実施するため、受益者負担の適正化に向けた施設の使用料・手数料の見

直しや、施設の保有や保全、運営方法について民間等を活用した事業手法等の検討を行い、事

業コストの縮減を図る必要があります。 

また、ライフサイクルコストの縮減を図るため、施設の保全計画や長寿命化計画を策定し、

予防型保全による施設の延命化を行うことで、施設の維持・運営にかかる費用の平準化を図る

ことが不可欠です。 

 

③資産としての効率的な運用・効果的な利活用 

公共施設等を資産として捉え、効率的な運用により、収益を生み出していくことが求められ

ています。 

また、町有未利用財産（土地）の利活用についても今後、売却や貸付等の資産活用について

検討していく必要があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設等の管理に関する基本方針  
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3-1 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

本町は、今後も人口増加が見込まれる一方で、高齢化は進行していくことが予想されています。

また、財政状況は比較的健全な値を示していますが、高齢化の進行や低成長経済にともない、将来

のまちづくりに向けて投資できる財源が減少することが予想されています。今後は、町民ニーズが

拡大・多様化する中、生涯学習活動や地域活動が活発化し、公共施設等に対するニーズが高まって

いくものと予想されます。 

そのため、限られた財源の中で、社会情勢の変化や拡大・多様化する町民ニーズ等に対応し、健

全で持続的な公共サービスを提供するために、保有量・配置の最適化や施設の長寿命化、コストの

縮減等を図り、公共施設等の維持管理や更新等に伴う費用を確保する取り組みを推進します。加え

て、町民が安全で快適に利用することができる施設の実現を目指します。 

 

（1）基本原則 

将来にわたり、町民生活を支える公共サービスを持続的に提供していくため、「量」、「質」、「コ

スト」に関する課題及び基本的な考え方を踏まえ、公共施設等の管理に関する基本原則を以下のよ

うに設定し、効率的・効果的な施設管理を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ちょうどよく（保有量・配置の最適化） 

長く・つかいやすく（長寿命化） 「質」の見直し 

かしこく（コストの縮減） 「コスト」の見直し 

・公共サービスへの民間活力の導入や既存施設の活用等による保有量の最適化に努めます。 

・将来のまちづくりの方向性を考慮し、将来都市像の実現に寄与する施設配置を目指します。 

・予防保全型の維持管理への転換を図り、長く使い続ける取り組みを推進します。 

・計画的に管理を行う体制を構築することで、時代の変化や町民ニーズに対応した施設の質

の向上を図ります。 

「量」の見直し 

・管理運営にかかるコストを抑制し、財源確保に努めます。 

・サービスを提供するふさわしい主体を見極め、効率的な施設運営を目指します。 
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（2）基本方針 

公共施設等を中長期的な視点で適正に管理していくための基本原則に沿った基本方針を以下の

ように設定します。今後、基本方針に基づき、町全体の施設バランスや地域特性、交通の利便性等

を十分考慮したうえで、町民の理解と協力を得ながら公共施設等のマネジメントに取り組むものと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちょうどよく（保有量・配置の最適化） ①「量」の基本方針 

1 新規整備の検討 

新規整備を行う場合は、広域連携や民間活力の導入、既存施設の活用等も十分に検討した

うえで行います。 

2 単純更新をしない 

施設更新時には複合化、集約化、施設を使わないサービスの提供（IT 化等）などの検討を

十分に行い、公共サービス機能の適正化に努めます。また、不要なスペース等がある場合は、

コストの縮減や効率化を目的としたダウンサイジングを行います。 

3 必要性の検討 

利用率が少ない等、優先度の低い施設は、転用、廃止、複合化、集約化も視野に入れた機

能の再編・再配置の検討を行います。 

4 国・周辺自治体等との連携 

国・周辺自治体等の保有する施設の活用の可能性の検討を行い、維持管理等の費用を分担、

相互利用による更新費用の縮減などを推進します。 

5 インフラ系施設の計画的な施設整備の推進 

統廃合や複合化が難しいため、安全性や経済性の検証や維持管理の工夫、新たな技術・制

度・民間活力の積極的な導入を検討します。 

長く・つかいやすく（長寿命化） ②「質」の基本方針 

1 施設情報の一元管理 

機能や安全性の確保のため、施設情報（利用状況、耐震性・老朽化の状況など）を一元的

に管理します。 

2 予防保全型の維持管理 

壊れてから直す事後保全的な維持管理から計画的な維持管理（予防保全）への転換、定期

的な点検・診断の実施と劣化状況の把握・記録・蓄積・活用を推進します。 

3 長寿命化の推進 

施設の健全維持、できるだけ施設を長く使用することによる予算の平準化とライフサイク

ルコストの縮減を推進します。 

4 使われる施設への転換 

町民ニーズを把握し、民間活力の導入、多機能化により、使いやすい施設を目指します。

また、一部の施設に利用が過度に集中しないよう、バランスのとれた施設配置を目指します。 

5 施設の安全性の確保 

耐震診断、耐震化については、「粕屋町耐震改修促進計画（平成 26 年 3 月）」に基づき、

粕屋町地域防災計画に避難場所として位置づけられている施設を優先し、計画的に耐震化の

強化を図ります。また、定期的な点検・診断を行い、各部位などの劣化状況を把握します。 
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かしこく（コストの縮減） ③「コスト」の基本方針 

6 誰もが使いやすい施設整備 

「ユニバーサルデザイン2020行動計画」（平成29年2月ユニバーサルデザイン2020 関

係閣僚会議決定）を踏まえ、公共施設等の整備・改修にあたっては、年齢、障がい、性別、言

語等に関わらず、誰もが快適かつ安全に利用できる公共サービスを提供するために、バリアフ

リーやユニバーサルデザインの導入を推進します。 

7 脱炭素社会に向けた取り組み 

脱炭素・循環型社会を目指すため、「第 2 次粕屋町地球温暖化対策実行計画」（令和 3 年 12

月）を踏まえ、公共施設においても省エネルギー改修の推進や、再生可能エネルギーの導入、

日常における省エネルギーに向けた取り組みなどを通して、炭素排出量の低減に努めます。 

1 余剰・未利用資産の売却や貸付 

余剰・未利用資産の積極的な民間への貸付・売却、土地の有効利用、借地の解消により、

将来の大規模改修や更新に備えた費用を確保します。 

2 民間活力の導入 

指定管理者制度、PPP および PFI、公共施設等運営権制度等の民間活力・資金の最大限活

用による効率的な維持管理の実現を図ります。 

3 粕屋町公共施設等整備基金の活用等による更新費用の確保 

維持管理費の縮減や民間への貸付・売却による収入益等を活用し、将来の大規模改修や更

新に備えた基金の運営を推進します。 

4 長寿命化計画策定によるコスト平準化 

施設類型ごとに長寿命化計画を策定することで、短期間に事業が集中することを回避し、

各年度に係る事業費の平準化を図ります。 

5 受益者負担の適正化 

施設の運営・維持管理コストや利用状況の把握によるコスト縮減、施設の目的や利用状況

に応じた利用料金の適正化を推進します。 

6 省エネによる削減 

省エネルギー改修の実施や省エネルギー効果をモニタリングして光熱水費の削減分を改修

費用等に充当する事業などの導入検討を推進します。 

7 公会計制度と連動したマネジメント 

統一的な基準による地方公会計制度と連動し、施設にかかるフルコストを把握するととも

に固定資産台帳を活用した情報の一元化を図り、行政経営マネジメントを推進します。 
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3-2 公共施設等マネジメントの目標設定 

本町が現在保有する公共施設等をすべてこれまでどおり維持し続けると、今後の町の財政を圧迫

することが見込まれます。また、本町は人口が増加傾向にあり、多様化する町民ニーズに対応する

ために新たな公共施設等への需要が増えることが予想され、近年でも学校の増築やかすやこども館

の新設など、施設総量は増加しています。このことから、今後老朽化の進む公共施設等の改修・更

新等の費用として財源の確保をしていかなければなりません。 

将来にわたり適切な公共施設等の整備及び更新や公共サービスの向上のためにも、公共施設等の

改修・更新等にかかる費用の削減に加え充当可能な財源の確保に努める必要があります。加えて、

保全計画や長寿命化計画等に基づく、計画的な維持管理による費用の平準化を図る必要があります。 

 

下記の目標数値は 2016（平成 28）年時点での本町の財政状況や人口の見通しを踏まえて設定

したものですが、本改訂では、公共施設マネジメントの取り組みを推進している最中であることか

ら、数値の変更は行わず、策定当時の数値を継続して、目標数値とします。 

 

削減率の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、各個別施設計画に基づく長寿命化改修を的確に実施することで、更新費用の約 11％が縮

減されることが見込まれ、概ね目標に到達できる見通しとなっています。 

しかし、今後も新たな社会ニーズや情勢の変化によって、公共施設等への更なる投資が必要とな

ることも予想され、そうした変化へ柔軟に対応できる余地を残すためにも、基本的な方針に基づく

適切な維持管理とそれに係る費用の縮減について努める必要があります。 

 

 

  

2055 年までに約 11％の改修・更新費用の「削減＝確保」 

することを目標として設定する  

今後、以下のような手法を検討し、更新費用の確保に努めます。 

・民間活力の活用   ・施設に係る維持管理費の削減 

・使用料の見直し   ・粕屋町公共施設整備基金の活用 

・施設の予防保全型の維持管理、長寿命化        など 
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目標数値の設定の考え方（平成 28 年策定時点） 

 

（1）目標期間の設定 

長期的な視点から適正な公共施設等マネジメントを推進するため、目標期間は、40 年間（2016

（平成 28）年度～2055（令和 37）年度）とし、以下に改修・更新等にかかる費用の削減目標

を示します。 

 

（2）改修・更新費用の削減率の設定 

 

①普通建設事業費の実績額 

本町の過去 5 年間の一般会計において、道路、橋梁、学校などの公共施設等の社会資本の新設・

改修等にかかるすべての経費を含んだ普通建設事業費の年平均額は約 9.5 億円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,828 1,795 1,794 1,759 1,747 1,734 1,694 1,631 1,618 1,655

1,441 1,447 1,613 1,554 1,809 1,878 2,072 2,095 2,087 2,239

936 959 1,124 1,194
1,392

1,956 2,244 1,822 1,878
2,1101,296 1,341

1,324 1,376

2,080
1,937

1,961 2,827 2,762
2,698

1,152 821 706 760

605

1,415 1,021 646 1,042

2,195

1,645
1,558 1,661 1,802

1,631

1,667 1,661 1,598 1,186

1,177

2
4 11 10

10

184 6 407 74

71

1,193 1,503
1,675 1,585

1,457

867 937
939

1,027

1,188

9,684 9,595
10,073 10,204

10,916
11,810 11,749

12,120 11,823

13,499

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

人件費 物件費 維持補修費 扶助費 補助費等

普通建設事業費 災害復旧費 失業対策事業費 公債費 積立金

投資及び出資金・貸付金 繰出金 歳出合計

百万円

資料：地方財政状況調査（決算統計）※表示単位未満は四捨五入のため、合計が一致しない箇所がある。 

※平成 26 年度の普通建設事業費は、他年度と比べ突出しているため平均算出から除外している。 

（平成 26 年度は小学校の増築工事や小中学校の非構造部材耐震化工事等が集中したため） 

■普通会計歳出決算の推移（性質別） 

（単位：百万円）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平均

　普通建設事業費

（実績） 605 1,415 1,021 646 1,042 2,195 946



公共施設等の管理に関する基本方針 

34 

３ 

 

②将来の普通建設事業費の設定 

今後、将来の生産年齢人口の増加にともない、税収が約 1.2 倍に増加すると、普通建設事業費

の想定額は年平均約 11.4 億円となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③削減率の設定 

今後 40 年間で公共施設にかかる改修・更新等の費用は公共施設で年平均 9.5 億円、インフラ

施設で年平均 3.3 億円（上下水道除く）と合わせて年平均 12.8 億円/年と推計されています。前

項で設定した将来の普通建設事業費の想定額年平均 11.4 億円以内に収めるためには、改修・更新

等にかかる費用を現在から今後 40 年間で約 11％削減することが必要となります。 
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（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）

年少人口割合

（0～14歳）

高齢者人口割合

（65歳以上）

（人）

将来人口

（粕屋町推計）

■総人口と年齢別人口の推移と将来推計 

資料：「第 5 次粕屋町総合計画 後期基本計画（R3.3）」 

※将来人口（粕屋町推計値）は、住民基本台帳に基づいて算出。2020 年までの総人口は国勢調査より作成（総人口は

年齢不詳人口を含むため年齢別人口の合計とは一致しない場合がある） 

●算定式：普通建設事業費（実績額）9.46 億円/年×1.2（平成 27 年と平成 42 年の生産年齢人口比較） 

＝11.4億円/年 

約 1.2 倍 

●削減率の算定式 

11.4 億円/年（普通建設事業費の想定額）÷12.8 億円/年（今後 40 年間の改修・更新に

かかる推計額）＝ 89％ ⇒ 約 11％削減が必要 
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4-1 施設類型別の管理に関する基本方針について 

「３．公共施設等の管理に関する基本方針」に基づき、個別の現状や問題点等を明らかにしたう

えで、施設類型別の管理に関する基本方針を示します。今後は、この方針に即した個別施設計画に

基づき、施設の改修等を推進していきます。 

施設の基本情報（施設の有無、施設名称、建築年、運営等）については 2020（令和 2）年度末

現在の状況を基に記載しています。施設の維持管理にかかるコスト状況、利用状況は 2014（平成

26）年度～2020（令和 2）年度の実績値を参考に比較を行い記載しています。 

 

 

4-2 町民文化系施設 

 

①施設の概要 

分類 位置づけ 施設名称 施設数 

集会施設 ・地域社会全体の中で福祉の向上や人権

啓発の住民交流の拠点となる開かれ

たコミュニティセンターとして、生活

上の各種相談事業や人権問題の解決

のための各種事業を総合的に行うた

めに設置 

・町民のふれあい、文化の向上に寄与し

明るく住みよいまちづくりを推進す

るために設置 

上大隈公民会館、柚須文化セ

ンター、秋桜会館、伊賀駅コ

ミュニティホール（ハーモニ

ーホール伊賀）、原町駅コミ

ュニティホール（ハーモニー

ホール原町） 

５施設 

文化施設 ・町民の教育と文化の振興を図り、生涯

にわたる学習活動の支援を促進する

ために設置 

粕屋町立生涯学習センター

（サンレイクかすや） 

1 施設 

※時点：令和 2年度末現在 
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■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施設の現状・類型別基本方針 

集会施設 

現
状 

・５施設のうち、3 施設は築 30 年を超え、施設の老朽化が進行しています。 

・上大隈公民会館と柚須文化センターは、災害時の指定避難所に位置づけています。 

・運営は、直営５施設となっています。 

・コスト状況（歳出）は、施設整備費の投入により、年度ごとに大きな差がみられます。 

基
本
方
針 

・定期的な点検を行うことにより、適切な維持管理を行い、利用者の安全確保及び長寿命化

を推進します。 

・指定避難所に位置づけている施設は、耐震化等の防災性向上を図るとともに、防災設備等

（消火器や自動火災報知設備等）の適切な管理を行い、安全性の確保を図ります。 

・子どもの遊び場確保、親子・子ども同士・子育て家庭と地域住民の交流、高齢者の交流や

健康づくりの場として、施設の有効活用に努めます。 

・利用者の動向やニーズを踏まえ、利用度を高めながら、より効率的な管理運営方策を検討

します。 

・上大隈公民会館と柚須文化センターは、地域の意向を踏まえた適正な維持管理に努めます。 

・利用者が限定されている秋桜会館は、団体の利用実態を踏まえ、今後のあり方について総

合的に検討します。 

 

 

 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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文化施設 

現
状 

・粕屋町立生涯学習センターは、築 17 年を経過していますが、良好な状態を保っています。 

・災害時の指定避難所として位置づけています。 

・運営は、直営で一部業務委託により行っています。 

・コスト状況（歳出）は、一部業務委託を行っていることから、光熱費・委託費の割合が多

くなっています。 

・利用状況は、様々な講座、自主事業、多種多様な自主サークル活動が行われており、利用

度は高い状況といえます。 

・大規模な大会やイベントなどが開催される時は、駐車場が不足することがあります。 

基
本
方
針 

・町民ニーズの多様化や安全確保に対応するため、施設の適切な維持管理を行うとともに、

舞台設備や空調設備等の定期的な保守点検により、必要な更新・改修等を行います。 

・防災設備等（消火器や自動火災報知設備等）の適切な管理を行い、安全性の確保を図りま

す。 

・近隣市町との広域利用の一層の推進を図り、稼働率向上を目指します。 

・駐車場不足については、交通体系の整備や歩行空間の充実等、脱炭素社会の観点も踏まえ、

整備水準の適正化に努めます。 
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4-3 社会教育系施設 

 

①施設の概要 

分類 位置づけ 施設名称 施設数 

図書館 ・町民の生涯学習における学習活動の支

援の促進をすると共に、その健全な発

展を図り、もって町民の教育と文化の

振興に寄与するために設置 

粕屋町立図書館・歴史資料

館（粕屋フォーラム） 

1 施設 

※時点：令和 2年度末現在 

 

■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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②施設の現状・類型別基本方針 

図書館 

現
状 

・粕屋町立図書館・歴史資料館は、築 21 年を経過していますが、良好な状態を保っていま

す。 

・図書館と歴史資料館の複合施設となっています。 

・災害時の指定避難所として位置づけています。 

・運営は、直営で行っています。 

・コスト状況（歳出）は、図書館機器保守点検委託料や図書館システム賃借料を含む維持管

理にかかるコストが年々増加傾向にあります。 

・利用状況は、広域利用（福岡都市圏）を行っており、利用者数、貸出件数は増減の傾向は

なく推移しています。 

・歴史資料館の収蔵庫の保管スペースが不足している状況にあります。 

基
本
方
針 

・予防保全型の維持管理に転換し、安全の確保や長寿命化を図ります。 

・空調・照明等の定期的な保守点検により、必要な改修等を推進します。その際は、省エネ

ルギー設備へ転換し、運営コストの縮減を図ります。 

・より一層利用しやすい施設となるための工夫や効率的な施設運営を検討します。 

・近隣市町との広域利用の一層の推進を図ります。 

・歴史資料館の収蔵庫については、他の施設の遊休スペースの活用や県・近隣市町が保有す

る資料館等との連携の可能性を含め、収蔵方法の見直しを図ります。 
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4-4 スポーツ・レクリエーション系施設 

 

①施設の概要 

分類 位置づけ 施設名称 施設数 

スポーツ施設 ・町民のスポーツ振興を図り、地域連帯

の高揚と体力の向上に資するため、

個々の施設利用や各種団体等のスポ

ーツ・レクリエーションでの利用によ

り、体力づくり・健康づくり・交流の

場として施設を提供するために設置 

粕屋町総合体育館 

（かすやドーム） 

1 施設 

※時点：令和 2年度末現在 

 

 

■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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②施設の現状・類型別基本方針 

スポーツ施設 

現
状 

・粕屋町総合体育館は、築 24 年が経過し、劣化の進行している部位がみられます。 

・大規模な大会やイベントに対応するアリーナやプール、会議室等を備えた複合施設となっ

ています。 

・災害時の指定避難所として位置づけています。 

・運営は、直営で一部業務委託により行っています。 

・コスト状況（歳出）は、一部業務委託を行っていることから、光熱費・委託費の割合が多

いところ、平成 30 年ごろ令和 2 年にかけて施設整備費が大きく増加しています。 

・利用状況は、近年減少傾向にありますが、年間を通じて体育館、プールで様々な教室の開

催や広域利用（福岡都市圏）も行っており、比較的利用がなされています。 

・大規模な大会やイベントなどが開催される時は、駐車場が不足することがあります。 

基
本
方
針 

・粕屋町総合体育館は、施設規模も大きく、多彩な付属施設と設備を兼ね備えていることか

ら、定期的な点検により施設の状況を把握し、適切な時期に必要な改修等を推進します。 

・近隣市町との広域利用の一層の推進を図ります。 

・質の高いサービスを提供しながら、費用対効果を検証し、維持管理・運営の効率化を図り

ます。 

・駐車場不足については、交通体系の整備や歩行空間の充実等、脱炭素社会の観点も踏まえ、

整備水準の適正化に努めます。 

・「粕屋町公共施設等個別施設計画」に基づき、大規模改造工事に着手するため、基本・実施

設計を行い、長寿命化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



施設類型別の管理に関する基本方針 

42 

４ 

4-5 産業系施設 

 

①施設の概要 

分類 位置づけ 施設名称 施設数 

産業系施設 ・新鮮で安全な粕屋地域の農産物及び加

工品等を、地域の消費者へ提供（地産

地消）するとともに、生産並びに販路

拡大を推進し、活力ある園芸産地を育

成するために設置 

粕屋町農産物直販施設 

（なのみの里） 

1 施設 

※時点：令和 2年度末現在 

■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施設の現状・類型別基本方針 

産業系施設 

現
状 

・粕屋町農産物直販施設は、木造の建物で、築 19 年が経過しています。 

・施設を町が設置し、施設に出品する農業者等が組織する団体に有償で貸与しています。 

・運営は、団体が行っており、管理運営に要する費用は、基本的に利用者より得た収入によ

り賄っています。 

基
本
方
針 

・今後も団体との連携を図り、効率的な維持管理や利用者へのサービス向上に努めます。 

・管理者の定期的な点検により施設の状況を把握し、適切な時期に必要な改修等を行い、施

設の長寿命化に努めます。 

・施設の管理運営が、事業計画に沿って適切に実施され、継続的、安定的なサービスの提供

が可能であるか確認し、必要に応じて改善の指導などを行います。 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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4-6 学校教育系施設 

 

①施設の概要 

分類 位置づけ 施設名称 施設数 

学校 ・児童生徒の心身の発達に応じて、義務

教育として行われる普通教育のうち

基礎的なものを施すため小学校を、義

務教育として行われる普通教育を施

すため中学校を設置 

大川小学校、仲原小学校、

粕屋西小学校、粕屋中央小

学校、粕屋中学校、粕屋東

中学校 

6 施設 

その他教育 

施設 

・町が設置する小学校及び中学校の給食

のため、その調理等の業務を一括処理

するために設置 

学校給食共同調理場 

（学校給食センター） 

1 施設 

※時点：令和 2年度末現在 

 

 

■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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②施設の現状・類型別基本方針 

学校 

現
状 

・小・中学校はいずれも築 30 年を超え、うち 2 施設は 40 年、2 施設は 50 年を超えてお

り、全体的な老朽化が進行しています。 

・災害時の指定緊急避難場所、指定避難所として位置づけています。 

・学校の構造体の耐震補強工事は、平成 24 年度ですべて完了しています。 

・児童・生徒数や特別支援学級の増加にともない、校舎の増築等により対応を進めています。 

・運営は、全て直営で行っています。 

・コスト状況（歳出）は、施設整備費を除くと施設によって大きなばらつきはないものの、

今後も、粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき、老朽化に伴う大規模改造を計画的に実

施する予定です。 

基
本
方
針 

・今後も児童・生徒数や特別支援学級の増加が見込まれることから、校舎の増築や建替えを

含む施設拡充を検討します。 

・防災設備等（消火器や自動火災報知設備等）の適切な管理を行い、安全性の確保を図りま

す。 

・施設の長寿命化を図るため、計画的に改修等を行い、予防保全型の維持管理を推進します。

あわせて、時代のニーズに応じた学習環境の提供に努めます。 

・建替えや大規模改修の際には、省エネルギー機器の導入などについても検討を行い、光熱

水費など維持管理にかかるコストの縮減に努めます。 

その他教育施設 

現
状 

・学校給食共同調理場は、老朽化の進行及び児童・生徒の増加に対応するため、PFI（BTO）

により建替えを行い、新給食センターを平成 29 年４月に稼働しました。令和 13 年８月

まで粕屋町学校給食サービス（SPC）と事業契約を締結しています。 

・新給食センターでは、食物アレルギー対応食専用調理室を設置し、平成 29 年 9 月から 3

種類の食物アレルギー対応食（除去食）の提供を行っています。 

基
本
方
針 

・新給食センターの整備・運営にあたっては、PFI 手法の導入により、町の財政負担の軽減

を図り、民間の専門的なノウハウを活用した維持管理で、安全安心な学校給食の提供を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

  



施設類型別の管理に関する基本方針   

45 

４ 

4-7 子育て支援施設 

 

①施設の概要 

分類 位置づけ 施設名称 施設数 

幼稚園・保育

所 

・幼児の保育及び教育に適した環境を整

えてその心身の発達を助長するため

に設置 

・粕屋町内に住所を有し、保護者の労働

又は疾病等の理由により、保育に欠け

る乳児及び幼児の保育を実施するた

めに設置 

仲原幼稚園、大川幼稚園、

西幼稚園、中央幼稚園、仲

原保育所・保育所給食セン

ター、西保育所、中央保育

所 

7 施設 

幼児・児童 

施設 

・保護者が労働等により放課後家庭にい

ない小学生に対し、授業の終了後に適

切な遊び及び生活の場を与え、その健

全な育成を図るために設置 

・子ども、保護者及び子育てボランティ

アなど多世代が集って交流を図るこ

とができる場として設置 

仲原小学童保育所、粕屋西

小学童保育所、粕屋中央小

学童保育所、かすやこども

館 

4 施設 

※時点：令和 2年度末現在 

 

■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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②施設の現状・類型別基本方針 

幼稚園・保育所 

現
状 

・７施設のうち３施設は築 40 年を、1 施設は築 30 年を超え、老朽化が進んでいます。 

・災害時の指定避難所として位置づけています。 

・運営は、全て直営で行っています。 

・コスト状況（歳出）は、施設整備費の傾向は年度ごとで異なりますが、全体で維持修繕費

が増加傾向にあります。 

・待機児童の解消に加え、多様化する保育ニーズに対応する施設が求められています。 

基
本
方
針 

・児童が安全でより良い保育サービスを受けることができるよう、安全対策の強化及び予防

保全による長寿命化を図ります。 

・令和４年度に西幼稚園長寿命化改修工事、中央保育所建替工事に着手します。 

・老朽化する施設については維持管理を行いながら、今後の施設の在り方について検討して

いきます。 

幼児・児童施設 

現
状 

・全ての施設が、平成 22 年以降に建設され、良好な状態を保っています。 

・かすやこども館は災害時の指定避難所として位置づけています。 

・運営は、すべて直営で行っています。 

・コスト状況（歳出）は、全体で維持修繕費が増加傾向にあり、2019 年には粕屋西小学童

保育所に大きな施設整備費を投じています。 

・入所状況は、全体で 90％以上となっています。 

・平成 27 年度から入所対象を小学 6 年生まで拡大したことにより、今後さらなる利用の

増加が見込まれます。 

基
本
方
針 

・子どもの安心安全な活動の場の提供のため、定期的に危険箇所を点検し、維持管理、早期

の修繕対応に努めます。 

・維持管理・運営コストを縮減するため、官と民の役割分担を明確にしたうえで民営化が可

能と考えられる施設について、民営化への段階的移行を検討します。 

・質の高いサービスを提供しながら、維持管理・運営の効率化を図ります。 

・今後の利用者増加にともない、増設を検討します。その際には、他の施設との多機能化や

民間活力の活用等の検討を行い、受入定員の拡充に取り組みます。 
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4-8 保健・福祉施設 

 

①施設の概要 

分類 位置づけ 施設名称 施設数 

高齢者福祉 

施設 

・高齢者の生きがいと社会活動への参加

等、高齢者福祉の増進に資するととも

に、就労意欲の増大を図るために設置 

粕屋町シルバーワークプラ

ザ 

1 施設 

保健施設 ・町民の健康づくりの推進、町民に密着

した健康相談、健康教育、健康診査等

の対人保健サービスを総合的に行う

拠点とするとともに、町民の自主的な

保健活動の場に資するために設置 

粕屋町保健センター 

（健康センター） 

1 施設 

その他社会福

祉施設 

・社会福祉を目的とする町民相互の交流

及び活動の場を提供することにより、

町民の福祉意識の高揚と町民福祉の

増進に資するために設置 

粕屋町福祉センター 1 施設 

※時点：令和 2年度末現在 

 

■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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②施設の現状・類型別基本方針 

高齢者福祉施設 

現
状 

・粕屋町シルバーワークプラザは、平成 19 年に建設された建物です。 

・粕屋町と公益社団法人粕屋町シルバー人材センターとの間で町有財産使用賃借契約を締結

しており、公益社団法人粕屋町シルバー人材センターが維持管理・運営を行っています。

大規模な修繕等は町で対応する必要があります。 

・公益社団法人粕屋町シルバー人材センターの活動拠点として利用しています。 

基
本
方
針 

・今後も、適切で良好な維持管理に努めます。 

・定期的な点検により施設の状況を把握し、適切な時期に必要な改修等を行い、施設の長寿

命化に努めます。 

・施設の管理運営が、事業計画に沿って適切に実施され、継続的、安定的な活動が可能であ

るか確認し、必要に応じて改善の指導などを行います。 

保健施設 

現
状 

・粕屋町健康センターは、築 27 年を経過していますが、比較的良好な状態が保たれていま

す。 

・運営は、直営で行っています。 

・コスト状況（歳出）は、若干の増減はあるものの、ほぼ横ばいで推移しています。 

・利用状況（利用者数）は、横ばいで推移していましたが、近年減少傾向にあります。 

・健康センターは役場庁舎敷地内にあり、駐車場は職員、役場来庁者も利用するため、健診

時など駐車場不足の問題があります。近隣公共施設駐車場を利用し、職員が駐車場指定に

より分散することで対応しています。 

基
本
方
針 

・定期的な点検を行い、優先順位を設定し、計画的な改修・修繕等により施設の長寿命化を

図ります。 

・駐車場不足については、交通体系の整備や歩行空間の充実等、脱炭素社会の観点も踏まえ、

整備水準の適正化に努めます。 
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その他社会福祉施設 

現
状 

・粕屋町福祉センターは、昭和 50 年建設部分（旧寿楽荘）と平成 4 年建設部分がありま

す。 

・災害時の福祉避難所として位置づけています。 

・運営は、指定管理で行っています。 

・指定管理者が基本的な維持管理・運営は行っていますが、大規模な修繕等は町が実施して

います。 

・コスト状況（歳出）は、若干の増減はあるものの、ほぼ横ばいで推移しています。 

・利用状況は、これまで増加傾向のところ、近年は減少していましたが、今後も人口増加（高

齢者、ひとり親、貧困世帯の増加）にともない、利用者数は増加すると見込まれます。 

基
本
方
針 

・指定管理者との連携を図り、効率的な維持管理運営に努めます。 

・防災設備等（消火器や自動火災報知設備等）の適切な管理を行い、安全性の確保を図りま

す。 

・定期的な点検により施設の状況を把握し、適切な時期に必要な改修等を行い、施設の長寿

命化に努めます。 

・施設の管理運営が、事業計画に沿って適切に実施され、継続的、安定的な活動が可能であ

るか確認し、必要に応じて改善の指導などを行います。 

・旧寿楽荘部分については、耐震診断について耐震性ありと判定されましたが、建築後 40

年以上経過し、劣化も進行しているため、長寿命化改修の検討を進めます。 

 平成４年建設部分については、予防保全を実施し、必要に応じて大規模改造を検討します。 

・建替えや大規模改修の際には、高齢者や障がい者等が利用しやすい施設となるよう幅広い

意見を集めたうえで、検討します。 
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4-9 行政系施設 

 

①施設の概要 

分類 位置づけ 施設名称 施設数 

庁舎 ・本町の主たる事務所として設置 粕屋町役場庁舎 1 施設 

消防施設 ・消防団活動の拠点として設置 本部分団消防格納庫、上大

隈消防格納庫、柚須消防格

納庫 

3 施設 

※時点：令和 2年度末現在 

 

 

■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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②施設の現状・類型別基本方針 

庁舎等 

現
状 

・粕屋町役場庁舎は、築 38 年が経過しており、施設の老朽化が進行しています。 

・今後の人口増加、少子高齢化の進展や社会情勢の変化に適切に対応するために、職員の増

加が見込まれ、執務スペース・駐車場の不足が懸念されます。 

・コスト状況（歳出）は、2015 年にその他施設整備費を投じた以外は概ね一定の範囲で推

移しています。 

基
本
方
針 

・庁舎は、行政事務を行う施設であるとともに、災害時における防災拠点となる重要な施設

であることから、計画的な予防保全により、粕屋町公共施設等個別施設計画に基づき、施

設の長寿命化を図ります。 

・防災設備等（消火器や自動火災報知設備等）の適切な管理を行い、安全性の確保を図りま

す。 

・光熱水費等のエネルギーコストの低減について、ESCO 事業の導入など、民間活力の積極

的な導入の検討を行います。 

・人口動向や職員数を踏まえ、必要に応じ庁舎の適正規模の検証を行います。 

消防施設 

現
状 

・3 施設共に、築 30 年を超え、施設の老朽化が進行しています。 

・管理運営は、直営１施設、２施設は当該行政区となっています。 

基
本
方
針 

・計画的な修繕・改修により設備補完と長寿命化を図ります。 

・地域防災の拠点施設のため、早期の老朽化対策や耐震化を推進します。 

・行政区管理施設については、地域の意向を踏まえながら譲渡も含めたあり方を検討します。 
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4-10 公営住宅 

 

①施設の概要 

分類 位置づけ 施設名称 施設数 

公営住宅 ・健康で文化的な生活を営むに足りる住

宅を整備し、これを住宅に困窮する低

所得者に対して低廉な家賃で賃貸す

るために設置 

朝日 1 団地、朝日 2 団地、

朝日 3 団地、上大隈団地、

宮町団地、内橋団地、甲仲

原団地 

7 施設 

※時点：令和 2年度末現在 

 

 

■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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②施設の現状・類型別基本方針 

公営住宅 

現
状 

・7 施設のうち、6 施設は築 30 年を超え、施設の老朽化が進行しています。 

・運営は、全て直営で行っています。 

・コスト状況（歳出）は、年度ごとに、順に各施設へ集中して施設整備費を投入しています。 

・利用状況（入居率）は、全体で 90％以上となっています。 

・「粕屋町営住宅長寿命化計画（令和２年３月）」を策定しています。 

基
本
方
針 

・施設・設備等について点検を行い、予防保全型の管理を推進することで、居住性・安全性

などの維持・向上を図り、長期的な活用を図ります。 

・粕屋町営住宅長寿命化計画に基づき、長寿命化改修工事等を実施します。 

・今後、耐用年限を迎える施設については、直接建設、民間住宅の買取・民間賃貸住宅借用、

PFI の活用などの事業方法の検討を行います。 
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4-11 その他 

 

①施設の概要 

分類 位置づけ 施設名称 施設数 

その他 ●納骨堂 

・祖先崇拝の念を高揚し、生活環境の改

善を図るために設置 

●駅自転車駐車場 

・駅周辺の環境整備を図り、利用者の利

便に資するために設置 

●旧清掃センター 

・ごみを衛生的に処理する施設として設

置 

上大隈浄霊殿、柚須清浄

殿、 

長者原駅自転車駐車場、柚

須駅自転車駐車場、伊賀駅

自転車駐車場、原町駅自転

車駐車場、門松駅自転車駐

車場、酒殿駅自転車駐車

場、旧清掃センター 

 

9 施設 

※時点：令和 2年度末現在 

 

 

■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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②施設の現状・類型別基本方針 

その他 

現
状 

・納骨堂 2 施設は築 30 年を超え、老朽化が進行しています。 

・旧清掃センターは、令和３年から解体撤去工事を開始しています。 

・運営は、６施設は直営、2 施設は関係団体となっています。（旧清掃センター除く） 

・自転車駐車場については、駅利用者の増加にともない、駐輪スペースが不足しています。 

基
本
方
針 

・上大隈浄霊殿、柚須清浄殿は、地域の意向を踏まえた適切な維持管理に努めます。 

・旧清掃センターは令和４年度末で解体撤去工事完了予定となっています。 

・自転車駐車場については、駐輪スペースの確保、照明の LED 化等の利用者の利便性及び

安全性の向上に努めます。また、定期的に点検を実施し、適切な維持管理を推進します。 
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4-12 道路・橋梁 

 

①施設の概要 

分類 主な施設 施設数量 

道路 1 級（幹線）町道 24,053 ｍ 

2 級（幹線）町道 19,301 ｍ 

その他の町道 124,094 ｍ 

自転車歩行者道 559 ｍ 

橋梁 橋梁延長 1,216 ｍ 

橋梁数 122 橋 

※時点：令和 2年度末現在 

※側道橋の橋梁延長と橋梁数は本橋と統合 

②類型別基本方針 

  

道路 

現
状 

・町道は、令和 2 年度末現在、実延長は 167,448ｍで改良率は 84％となっています。 

・国の交付金等を活用し、必要に応じ改良を進めていますが、「第 5 次粕屋町総合計画」での

町民意識調査では、子どもが安全で安心して通行できる道路整備等への要望が多く、生活道

路や歩道等の身近な道路環境の改善が課題となっています。 

基
本
方
針 

・適切な管理手法と維持コストの適正化を図るため、日常点検はもとより、予防保全型の管理

へ転換し、将来にわたる維持更新コストの最小化・平準化を図るなど、長寿命化や効率的な

維持管理に取り組みます。 

・安全性の確保や利便性の向上を図るため、町の将来都市構造を見据えた道路の整備・改善を

図ります。 

橋梁 

現
状 

・建設後 50 年を経過する高齢化橋梁は 11 橋あり、20 年後には、管理橋梁全体の 92％を

占め、急速に高齢化橋梁が増大します。（令和 3 年時点） 

・修繕・架替えには多額の費用を要するため修繕計画に基づき、計画的な長寿命化を図る必要

があります。 

・「粕屋町橋梁長寿命化修繕計画（平成 30 年 12 月）」を策定しています。 

基
本
方
針 

・「粕屋町橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、これまでの対処療法的な事後保全型の修繕から、

予防保全型の修繕に転換を図り、優先順位を付け、長寿命化による維持管理コスト縮減を図

ります。 

・損傷等の早期把握を目的に、5 年間隔で定期点検を実施し、健全性の評価を行います。 
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4-13 上水道・下水道 

 

①施設の概要 

分類 主な施設 施設数量 

上水道 管路延長 188,916 ｍ 

下水道 管路延長 153,723 ｍ 

※時点：令和 2年度末現在 

 

②類型別基本方針 

  

上水道 

現
状 

・自己水源と福岡地区水道企業団及び須恵町から受水した水を供給しており、令和 2 年度末

の水道普及率は、97.7％となっています。 

・本町は、大きな自己水源を持たず、異常気象や自然災害等により起こる渇水への対応が課

題となっています。 

基
本
方
針 

・水道施設については、保守点検報告に基づく、補修や適切なメンテナンスにより施設の長寿

命化を図り、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

・老朽管については、耐震化に対応した管への更新を行うなど、計画的・効率的な維持管理に

取り組みます。 

・水道水の安定的な供給を図るべく、アセットマネジメントを実践し、水道施設や配水管等の

適切な管理を行うことにより、経営基盤の強化を図ります。 

・今後、施設の大規模な更新が必要となる中で安全で良質な水道水の供給や、災害時にも安

定的な給水を行うための施設水準の向上などを踏まえ、持続可能な水道事業を運営してい

くために「粕屋町水道ビジョン」の見直し、「経営戦略」の策定に取り組みます。 

下水道 

現
状 

・令和２年度末の下水道普及率は 98.3％、水洗化率 96.5％となっています。 

・福岡県及び本町含む６町（宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町）で構成された多々良

川流域下水道の計画区域にあり、多々良川浄化センターで良好な放流水質を保持するために

高度処理を行っています。 

・処理水については、公共施設のトイレでの利用や公園のせせらぎに流すなど、水の再利用に

も取り組んでいます。 

基
本
方
針 

・ライフサイクルコストの最小化・平準化の観点を踏まえ、ストックマネジメント計画を策定

し、計画的な修繕・更新に取り組み、ライフサイクルコストの縮減を図ります。 

・近年のゲリラ豪雨などによる浸水被害を防ぐため、下水道施設の拡充、雨水調整池の設置等、

適切な施設整備を計画的に進めます。 

・経営基盤強化と財政マネジメントの向上を目的とした「下水道事業経営戦略」に基づき、中

期的な視点に立った計画的かつ効率的な下水道事業を経営します。 
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4-14 公園 

 

①施設の概要 

分類 施設名称 施設数 

都市公園 駕与丁公園、伊賀公園、花ヶ浦公園、柚須公園、 

阿恵公園、上大隈公園、原町駅前公園、阿恵大池公園、内橋

公園、酒殿公園、江辻公園、長福寺公園（江辻山公園）、粕屋

中央スポーツ公園、酒殿芝生公園 

14 公園 

その他 

公園 

なかのはら防災公園、毛田池公園、江辻運動公園、御野立所

公園、上大隈児童遊園、丸山公園、酒殿 2 号公園 

（便所や東屋等の施設を有する公園） 

7 公園 

※時点：令和 2年度末現在。ただし、酒殿芝生公園（R3.5設置）を含む。 

 

 

■施設の配置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※小学校区：国土交通省国土政策局「国

土数値情報 小学校区データ」をも

とに編集・加工。 

※人口増減率メッシュ：将来人口推計（国立社会

保障・人口問題研究所）をもとに作成。 
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②類型別基本方針 

 

 

4-15 土地 

 

①施設の概要 

分類 施設数量 

土地 989,823 ㎡ 

※時点：令和 2年度末現在 

 

②類型別基本方針 

 

 

 

 

公園 

現
状 

・本町が管理する都市公園は、約 19ha（14 公園）となっています。 

・公園が不足する地域については「子供広場」を町内６ヶ所に設置しています。 

・粕屋中央スポーツ公園及びなかのはら防災公園は災害時の指定避難場所として位置づけてい

ます。 

・安全に遊べる場として利用されるよう、老朽化した遊具などの修繕を行うなど施設の維持管

理を行っています。 

基
本
方
針 

・町のシンボルである駕与丁公園では、計画的な維持管理を行うため、公園施設長寿命化計画

を策定し、施設の劣化、損傷状況を把握し、施設の長寿命化とライフサイクルコストの縮減

を図ります。 

・今後の人口増加にともない、町民一人当たりの公園面積が低下することが見込まれるため、

借地公園制度の活用、未利用地の有効活用等、地域の公園配置に偏りがないよう検討を行い

ます。 

・安心安全な公園づくりのため、施設や遊具の点検を行うとともに、照明灯の LED 化を推進

し、防犯・防災機能の向上を進めます。また、計画的にトイレの洋式化やユニバーサルデザ

インの導入を進め、施設の利便性向上に努めます。 

・遊具設置の際には、誰もが一緒に楽しく遊べるようインクルーシブ遊具の選定を検討します。 

土地 

基
本
方
針 

・未利用財産は、民間への売却や貸付を行い、公共施設等整備のための財源確保を図ります。 

・民間ノウハウを活用した土地の有効利用の可能性について検討します。 
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5-1 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築 

 

（1）庁内体制 

本計画に基づく取り組みを着実に推進するために、計画の趣旨を全庁的に共有し、すべての施設

所管課が共通認識のもと、長寿命化計画等の個別計画を策定し推進していく必要があります。施設

を所管する部署が連携し、庁内横断的な取り組みを行っていくことが重要です。 

本計画の策定にあたり、「粕屋町公共施設等総合管理計画策定委員会」を設置し、計画の検討を

行いました。今後、本計画を適切に推進していくために、新たな承認機関として「粕屋町公共施設

等総合管理計画推進委員会」（以下、計画推進委員会）を設置します。また、全施設所管課間の横

断的な調整、公共施設等の情報の一元的管理を行うとともに、方針の改定や目標の見直しを行う機

能を持つ組織として「粕屋町公共施設等総合管理計画推進部会」（以下、計画推進部会）を設置し

ます。さらに、今後、管財所管課・財政所管課と計画推進本部とが連携し、事業の優先順位の決定・

効率的な予算配分などについて、協議・調整等を図り、公共施設等の一元的なマネジメントを主導

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）職員の意識改革 

職員一人ひとりが公共施設等に関する問題意識を持って公共サービスの質や機能向上のための

創意工夫を引き出すために、全職員を対象とした公共施設マネジメントに関する職員研修会等を実

施し、職員の意識向上を図ります。 

また、経営的な視点からムダ・ムラを排除し、効率的で柔軟な公共施設マネジメントの取り組み

を推進します。 

■今後の新たな推進体制 

共同 

粕屋町公共施設等総合管理計画推進委員会 
（公共施設等のファシリティマネジメントや維持管理に関する承認機関） 

―副町長及び部長級で構成― 

協議・情報共有 協議・情報共有 

連携・調整 

情報共有 

総 務 部 住民福祉部 

都市政策部 教育委員会事務局 

粕屋町公共施設等総合管理計画推進部会 
（公共施設等のファシリティマネジメントや維持管理に関する協議機関） 

施 設 所 管 課 
※長寿命化計画等の個別計画の策定・推進 

管財所管課 

（総務課 契約管財係） 

財政所管課 

（経営政策課 財政係） 
―課長級で構成（施設所管課長）－ 

連携・調整 諮問 
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（3）情報の一元管理 

公共施設等の一元的なマネジメントを推進していくためには、公共施設等の整備（新規整備、改

修、更新等）状況や点検・診断を含む維持管理状況、コスト状況などの施設に関する情報を把握で

きるようにする必要があります。また、予防保全型の維持管理の推進に資するため、これまでの所

管する部署による個別管理から、今後は総合的かつ計画的な管理へ転換する必要があります。 

そのため、「粕屋町公共施設等総合管理計画推進部会」が中心となり、公共施設に係るすべての

情報を集約化し、一元的な情報データベースとして活用します。情報は適時更新していくものとし、

全庁で共有を図り、施設の効率的な管理・運営を実践します。また、公共施設等の改修や更新の優

先度を決定するため、一元的に管理された施設情報をもとに評価基準（老朽化状況、耐震化状況、

利用状況等）を設定し、客観的な視点から今後の施設整備のルールを検討します。 

 

（4）町民や議会との情報共有 

本計画の趣旨や内容について、ホームページや広報紙などを活用し、町民や議会に情報の発信を

行い、公共施設等に関する問題意識の共有化を図ります。 

また、今後の個別計画の策定においては、施設所管課が中心となって意見を聴収するなど、町民

意見や地域のニーズ等を十分踏まえ、理解を得ながら進めるよう努めます。 

 

（5）財源の確保 

今後の施設の改修・更新には、多額の財源が必要となるため、国県補助制度の活用や遊休財産の

売却等を行い、年度ごとの収支を見ながら「公共施設整備基金」の積み立てを行うなど、財源の確

保を図ります。 

また、長寿命化計画等の個別計画を策定し、各年度に係る事業費の平準化を図るなど、本町の財

源負担の軽減に努めます。 
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5-2 フォローアップの実施方針 

限りある財源を最適に配分しながら、町民生活に必要な公共サービスをより効果的・効率的に提供

し、今後、公共施設等のマネジメントを着実に実践するため、ＰＤＣＡサイクルに基づく、計画の進

捗管理が重要となります。 

本計画の着実な実現に向け、本計画の策定（Plan：計画）、本計画に基づいて公共施設等マネジメン

トを実施（Do：実行）、定期的にその成果を評価（Check：評価）、評価結果に基づいて見直し（Action：

対応・改善）、計画の更新（Plan：計画）を行う「ＰＤＣＡサイクル」を継続的に繰り返すことが計画

実現につながるため、「ＰＤＣＡサイクル」に基づき全庁的に計画推進に向けた取り組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｐｌａｎ（計画） 

本計画の見直し・更新 

データの一元管理 

劣化調査・ヒアリング等 

の実施 

長寿命化・個別計画の見直し・更新 

Do（実行） 

公共施設等マネジメントを実施 

Check（評価） 

計画の成果を評価 

進捗状況の確認 

Action（対応・改善） 

本計画の見直し 

データの更新 

長寿命化計画・個別計画の見直し 

計画推進部会 

管財所管課 

施設所管課 

計画推進委員会 

行政評価委員会 

財政所管課 

計画推進部会 

管財所管課 

 財政所管課 

■ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

施設所管課 

計画推進部会 
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5-3 今後の推進スケジュール 

「粕屋町公共施設等総合管理計画」は、本町の公共施設等のマネジメントを推進していくための基

本方針であり、今後、本計画を踏まえながら、粕屋町公共施設等個別施設計画に基づく具体的な取り

組みを進めていくこととなります。なお、今後の取り組みについては、社会情勢や財政状況等を踏ま

え、必要に応じて計画の見直しを図りながら推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

短期 

（2017～2021） 

公共施設等 

総合管理計画策定 

■今後の推進スケジュール 

中期 

（2022～2026） 

長期 

（2027～2035） 

策定年度 

（2016 年度） 

2021年度計画改訂 
計画推進 

適宜見直し 

総合管理計画 

2035年目標 改定 

2019年度 

個別施設計画策定 

個別施設計画 

概ね 5年で見直し 

個別施設計画 

2030年目標、改定 

整合 

反映 

反映 

連携 

反映 

整合 

反映 反映 

反映 

・情報の更新 

・情報の一元管理 

・ヒアリング等の実施 

 

反映 

整合 

・施設ごとの統一的な劣化調査 

・定期的な点検・診断 
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5-4 計画推進に向けて 

全国的に少子高齢化が進行している中、本町の人口は今後も引き続き増加していくことが予測され

ています。人口増加やライフスタイルの変化等による町民ニーズの多様化に素早く柔軟に対応できる

質の高い行政サービスを提供していく必要があります。また、刻々と変化する社会情勢の中で、財政

状況の悪化等も懸念されるため、身の丈に合ったムダのない自治体経営を推進していくことが必要で

す。 

そのため、公共施設等についても、効率的かつ効果的なマネジメントを推進する必要があり、人口

の増加が見込まれるからといって、ただ単に公共施設等を整備していけばよいということではありま

せん。民間活力の活用や国等の補助金を積極的に活用し、財政負担を軽減した施設整備・維持管理・

運営を図っていく必要があります。 

本町では、町民ニーズを的確に把握し、財政状況を踏まえ、需要（町民ニーズ）と供給（行政サー

ビス）のバランスをとりながら、公共サービスを提供していきます。 

また、公共施設等は、「まちづくり」における重要な要素の一つです。本町の都市計画マスタープラ

ンでは、将来都市像を「暮らし続けたくなるまち。かすや。」とし、この実現に向けた一つとして「集

約型のまちづくり」を目指しています。公共施設等はまちづくりの拠点形成に寄与するものであるた

め、公共交通を含む本町のまちづくりの方向性と連携して、公共施設等マネジメントを推進していき

ます。 
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用語 解説 

あ行 アセットマネジメン

ト 

公共インフラにおけるアセットマネジメント（資産管理）

とは、インフラを効率よく管理し、低コストで維持、補修、更

新していくこと。 

 維持補修費 町が管理する公共用又は公用施設等の効用を維持するため

の費用。 

か行 旧耐震基準 建築物の設計において適用される地震に耐えることのでき

る構造の基準で、1981（昭和 56）年 5 月 31 日までの建

築確認において適用されていた基準をいう。本計画では

1981（昭和 56）年以前を旧耐震基準とする。 

 業務委託 当事者が外部の企業や個人に対して一定の業務を依頼し代

行してもらうこと。 

 公共施設等運営権制

度 

利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を

公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定す

る制度。 

 公共施設等整備基金 粕屋町の公共施設等の整備及び補修等に要する資金に充て

るため、各年度において一般会計の歳入歳出予算で定める額

を積み立てる基金。 

 更新費用 老朽化などに伴い機能が低下した施設の改修や建替え、設

備の取り換えなど、同程度の機能に再整備するためにかかる

費用。 

 国庫支出金 特定の行政目的を達成するために、その経費に充てること

を条件として、国が地方公共団体に交付する支出金。国庫負

担金、国庫補助金、国庫委託金がある。 

さ行 再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自

然界に存する熱、バイオマス等、その他非化石エネルギー源

のうち、エネルギー源として永続的に利用することができる

もの。 
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用語 解説 

さ行 事後保全 老朽化による劣化・破損等の不具合が生じた後に修

繕等を行う維持管理手法。 

 指定管理者制度 公共施設などの管理・運営を、民間事業者等の団体に

代行させることにより、町民サービスの向上や経費の

削減を図る制度。 

 集約化 施設の持つ機能を他の施設へ移転し、１つの施設に

複数の機能をまとめて供用すること。 

 受益者負担 施設の利用者（受益者）に料金を負担してもらうこ

と。 

 循環型社会 製品等が廃棄物等となることを抑制し、次に排出さ

れた廃棄物等についてはできるだけ資源として適正に

利用し、最後にどうしても利用できないものは適正に

処分することが確保されることにより実現される、「天

然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる限り

低減された社会」 

 新耐震基準 建築物の設計において適用される地震に耐えること

のできる構造の基準で、1981（昭和 56）年 6 月 1 日

以降の建築確認において適用されている基準をいう。

本計画では 1982（昭和 57）年以降を新耐震基準とす

る。 

 ストック 産業や生活の基盤として整備した社会資本の量。 

た行 大規模改修 一部分だけでなく、建物内の多くの場所を対象とし

て行う改修のこと。建物本来の寿命まで健全な状態で

使えるように実施される例も多くみられる。 

 耐震改修 耐震診断調査の結果等により、耐震性に問題がある

と考えられる建築物について、適切な補強工事を行う

改修のこと。 

 耐震補強 建物の耐震性を高めるために、建物の主要な構造（基

礎・土台、柱、梁、床、壁、天井）に対して行う補強の

こと。 

 耐用年数 建物等の固定資産がその利用に耐える年数。税務上

の減価償却を行うにあたって、減価償却費の計算の基

礎となる年数は法定耐用年数という。 
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用語 解説 

た行 ダウンサイジング 需要に見合った施設能力へ規模の縮小を図ること。 

 多機能化 ひとつの施設で複数のサービスを提供すること。廃

止された施設が提供していたサービスを、別の施設が

代替して、ひとつの施設で複数のサービスを提供する

ことにより、サービス機能の維持や利便性向上などに

つながるもの。 

 脱炭素社会 「CO2 排出量をゼロにする」ことを実現した社会。

少し前まで世界は「脱炭素社会」ではなく「低炭素社会」

を目指していたが、低炭素社会では、2015 年のパリ

協定で決まった「世界平均気温を 1.5～2℃に抑える」

という目標の達成が難しいと判断されたため、「脱炭素

社会」を目指すようになった。 

 建替え 既存の建物を取り壊し、新しく建物を建てること。一

般に建物の基礎部分も含めて全壊させて別の建物を建

てること。 

 地方公会計制度 2015（平成 27）年 1 月総務大臣通知により、原則

として 2017（平成 29）年度までに、すべての地方公

共団体において、統一的な基準による地方公会計の整

備をするよう要請され、これまでの決算報告とは違っ

た形で地方公共団体の財政の全体像を適切に示すため

に導入された新しい会計制度。 

 地方交付税 国税である所得税、法人税等のうち、県や町の財政状

況に応じて国が地方に交付する税。 

 長寿命化 定期的な施設点検等を行い、公共施設やインフラ施

設を長期にわたり安全かつ快適に使用できるよう維持

すること。 

 統廃合 複数の同じ目的の施設を一つに統合し、その他の施

設を廃止すること。 
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用語 解説 

は行 バリアフリー 日常生活や社会生活における物理的、心理的な障害

や、情報に関わる障壁などを取り除くこと。 

 複合化 複数の異なる目的の施設をそれぞれ独立した形で一

つの建物に併設すること。 

 扶助費 社会保障制度の一環として、児童・高齢者・障害者・

生活困窮者などに対してその生活を維持するための経

費。 

 普通建設事業費 地方財政の経費分類における投資的経費のうち、災

害復旧事業、失業対策事業を除いたものを一括してい

う。道路・橋りょう、学校、庁舎等公共又は公用施設の

新増設等の建設事業に要する経費である。 

 平準化 各年度で更新費用や事業費にバラつきが多いものを

ある一定の基準に近づける、平均値に近づけること。 

ま行 民間委託 業務委託のなかでも、自治体から民間企業や団体な

どに委託することをいう。 

 メンテナンス 建物などの保守。維持。管理。 

や行 ユニバーサルデザイン 文化、言語並びに国籍の違い、老若男女といった差

異、障がいの有無や能力を問わずに利用することがで

きる設計（デザイン）。 

 予防保全 損傷が軽微である早期段階から予防的な修繕等を実

施することで機能・性能の保持・回復を図る維持管理手

法 

ら行 ライフサイクルコスト 公共施設やインフラ資産など構造物の企画設計、建

設、運用管理、解体再利用の各段階で発生するコストの

総計。トータルコストと同義。 

英数 ESCO 事業 Energy Service Company の略。省エネルギーに

関する包括的なサービス（省エネ診断、設計、改修工事、

維持管理等）を提供して省エネルギー効果を保証し、そ

れにより得られる省エネルギー削減額の一部を事業者

が報酬として受取る事業。 
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用語 解説 

英数 SDGs Sustainable Development Goals（持続可能な開発

目標）の略。2015（平成 27）年の国連サミットにお

いて採択されたもので、「誰一人取り残さない」社会の

実現をめざし、貧困や飢餓、さらには気候変動や平和な

ど広範な分野にわたって17の目標が設定されている。 

 PDCA サイクル 管理業務を円滑に進める手法の一つ。Plan（計画）

→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）の 4 

段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善し

ていく手法。 

 PPP Public Private Partnership の略。公共サービスの

提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民

間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サー

ビスの向上を目指すもの。 

ＰＦＩ、指定管理者制度、包括的民間委託、自治体業

務のアウトソーシングなども含まれる。 

 PFI Private Finance Initiative の略。公共施設等の建

設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術

的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図

る公共事業の手法をいう。 



  

    粕屋町            
粕屋町公共施設等総合管理計画 

策定 平成28年 11月 

改訂 令和04年 03月 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


